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Ⅰ はじめに ～平成２８年度「さがみはら教育」の主な動向～ 

 

相模原市教育委員会教育長      

野 村 謙 一      

 

  

 本市教育委員会では、「相模原市教育振興計画」や「新・相模原市総合計画中期実施計画」に基

づき、子ども一人ひとりを大切にする魅力ある学校づくりを支援するとともに、市民の生涯学習・

社会教育活動を支援する取組を進めてまいりました。 

平成２８年度を振り返りますと、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックが開催され、

本市在住の選手が活躍するなどの明るい話題があった一方で、青根小学校木造校舎が焼失したこと

や熊本地震の発災、県立津久井やまゆり園における事件など、非常に心が痛む事柄が発生した１年

でした。 

そのような中で、教育行政におきましては、障害者差別解消法の施行や発達障害者支援法が一部

改正されるなど、これまで以上にきめ細かな対応が求められております。 

また、いきいきとした市民活動の実現のために、市民の生涯学習・社会教育活動を支援し、市民

の多様化する教育ニーズに応えることも求められております。 

このような社会情勢を踏まえて、平成２８年度も様々な取組を実施しました。 

 

はじめに、学校教育分野では、小学校におけるチームとしての対応力を向上させるため、児童支

援専任教諭の配置を２３校から３６校に拡充するとともに、いじめや不登校などの来所・電話・学

校出張相談や事件・事故等の緊急対応時の支援体制を充実させるため、青少年教育カウンセラーを

２名増員し全６５名の配置としました。 

また、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実を図るための指針として、「新・相模原市

支援教育推進プラン後期改定版」を策定したほか、台風や大雪災害時における児童生徒の安全確保

を図るための対応要領として、「学校安全の手引き（風水害・大雪災害編）」を作成しました。 

さらに、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」による「市町村立学校職員給与負担法」等、関係法令の改正により、県費負担教職員に

係る権限が神奈川県から本市へ移譲されることに伴い、本市独自の学級編制基準や教職員配置基準

を策定するとともに、教職員に係る給与等の勤務条件を整備しました。 

次に、教育環境整備におきましては、児童・生徒数の減少など、学校を取り巻く社会状況の変化

を踏まえ、「相模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方に関する基本方針」を策定し、児童・

生徒にとって望ましい学習環境の整備に向けた取組を開始しました。 

施設整備では、安全性や快適性の向上に向け、校舎２校、トイレ２校、屋内運動場１校の改修を

実施したほか、中学校９校において空調設備を設置しました。 

また、よりおいしい給食が提供できるよう、デリバリー方式の中学校給食で、汁物の提供を新た

に開始したほか、熊本地震の教訓を踏まえ、市内で震度６強の地震が発生したことを想定し、清新

地区において、地域・学校・教育委員会の連携による炊き出し訓練を市内で初めて実施しました。 

併せて、城山学校給食センターに食物アレルギー対応の特別食調理コーナーを設置しました。 

さらに、通知表や調査票等の誤記載を防ぎ、それらの帳票を効率的に作成することができる校務

支援システムを中学校において導入し、本格的な運用を開始しました。 

 

生涯学習・社会教育分野では、老朽化が進んでいた相武台まちづくりセンターと相武台公民館に

ついて、公民館機能等の充実を図り、多様化する市民の学習ニーズに応えるため、高齢者支援セン

ターを併設した新たな地域の拠点として移転整備を行いました。 

また、スポーツ振興においては、第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走で３年連続３度目の総合

優勝を果たすとともに、大学３大駅伝を全て制覇する快挙を成し遂げた青山学院大学陸上競技部や

２０１６プレナスなでしこリーグ２部で優勝し、１部昇格を果たしたノジマステラ神奈川相模原の

優勝報告会を実施するなど、市内のスポーツチームの活躍を発信してまいりました。 
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さらに、市民ニーズの高いサッカー等の球技を行うことができる横山公園人工芝グラウンドや相

模原麻溝公園グラウンドを整備したほか、相模原ギオンスタジアムのジョギングコースにおいて、

相模原クロスカントリー大会２０１７を開催し、全国から多くの選手の参加を得るなど、スポーツ

の振興とシティセールスの推進を図りました。 

 

家庭・地域への教育の分野では、公民館において家庭教育にかかる講座を開催するとともに、学

校教育に理解がある地域の方を学校と地域の協働推進コーディネーターとして、９校に配置するな

ど教育活動の充実を図りました。 

 

一方、昨年度１年間で教職員による不祥事が6件発生しました。関係者並びに市民のみなさまに

多大なるご迷惑をおかけしたことを深く反省し、再発防止と信頼回復に一層取り組んでまいります。 

 

今後は、子どもの貧困などの今日的な課題に対し、こども・若者未来局と連携して取組を進め、

次代を担う子どもたちがお互いを尊重し、夢や希望を持てるよう、学校教育や教育環境の充実を図

るとともに、市民にとってより良い学習・文化・スポーツ活動が行えるよう、機会の充実や施設整

備に取り組んでまいります。 
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Ⅱ 相模原市教育委員会の点検・評価について 

 
＜目的＞ 
本市教育委員会では、教育分野における中心的な計画として「人が財産(たから)」を基本理念

に相模原市教育振興計画（平成２２年３月策定。計画期間：平成２２年度～平成３１年度）を策

定し、この計画に基づき施策を展開しています。 

本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「地

教行法」という。）の趣旨にのっとり、効果的な教育行政の推進を図るため、平成２８年度の教育

委員会の取組について教育委員会が自ら点検・評価するとともに、その結果を公表することで、

市民への説明責任を果たすことを目的として、作成するものです。 

なお点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ること

とされています。 

本報告書では、「相模原市教育振興計画が着実に推進されているか」を明確にするため、当該計

画における基本目標（①学校教育、②生涯学習・社会教育、③家庭・地域の教育）ごとに、成果

指標の数値の推移や、個別事業の評価等により、点検・評価結果を総括的に示します（当該計画

の構成については７ページを参照）。 

 

※市ホームページでの報告書掲載ページ   

トップページ⇒教育委員会⇒教育施策の情報(主な施策・教育指針)⇒教育委員会の点検・評価について 

 

＜構成＞ 
本報告書では、9ページ以降、次の内容を報告します。 

 

○点検・評価結果、成果指標 

教育委員会の取組についての点検・評価結果を、相模原市教育振興計画の基本目標（①学校教 

育、②生涯学習・社会教育、③家庭・地域の教育）ごとに示します。 

併せて点検・評価結果の基となった成果指標の数値の推移、主な個別事業ごとの点検・評価結 

果を示します。 

 

○学識経験を有する者からのご意見 

教育委員会の点検・評価を行うに当たって、学識経験を有する方からいただいたご意見を掲載

します。 

 

○相模原市教育振興計画 主な施策の取組状況 

相模原市教育振興計画に掲げる主な施策ごとに、具体的な事業・取組の状況を掲載します。 

 

○教育委員・教育委員会の活動状況 

教育行政の中心的な役割を担う教育委員の活動や会議について、報告します。 
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＜学識経験を有する者の知見の活用＞ 
地教行法第２６条第２項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知見の活用については、 

教育委員会が行った点検・評価結果について、相模原市教育委員会が依頼した学識経験を有する

方から、個別に意見を頂きました。 

 頂いた意見については、９ページから４３ページの各基本目標ごとに記載しています。 

 

 ・篠山 浩文 氏 

  明星大学 教職センター長 

 

 ・齊藤 ゆか 氏 

  神奈川大学 人間科学部准教授 

   

【参考】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとする。 
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Ⅲ 個別事業ごとの点検・評価について 

＜個別事業の抽出基準＞ 

 本市では、毎年度、局ごとにその年度の目標を示す「局運営方針」を作成し、公表しています。

点検・評価の対象となる事業については、相模原市教育振興計画に基づき作成した、平成2８年

度の「教育局運営方針」の掲載事業から、次の基準に基づき、抽出しました。 

 

 （個別事業抽出基準） 

  ＊教育局運営方針掲載事業のうち、相模原市教育振興計画に掲げる重点プロジェクト事業 

  ＊教育局運営方針掲載事業のうち、予算規模の大きい事業（ソフト事業５００万円、ハード

事業１億円以上）で、単年度事業、義務的経費、維持補修費等、法定事業等で裁量の余地

の少ない事業を除くもの 

＊教育局運営方針掲載事業のうち、新規事業 

＊教育局運営方針掲載事業にかかわらず教育委員が特に点検・評価が必要と認める事業 

 

このことにより、個別事業におけるＰ（Plan）Ｄ（Do）Ｃ（Check）Ａ（Act）サイクルを

徹底し、時代の変化に対応しつつ、相模原市教育振興計画の着実な推進を図ります。 

※市ホームページでの局運営方針掲載ページ   

トップページ⇒市政情報⇒市政運営⇒局・区運営方針 

 

＜点検・評価の視点、評価方法＞ 

 個別事業ごとの点検・評価については、次の視点を踏まえ、総合的に行いました。 

  ◎「目的」 

   ・事業の目的が相模原市教育振興計画の基本目標、めざす姿等の実現に照らし適当か。 

   ・補完性の原則等の観点から、行政が実施すべき必然性があるか。 

  ◎「手段」 

   ・事業の目的に照らし取組内容は妥当か。 

   ・事業計画の内容が着実に実施されているか。事業遂行段階で、より効率的、効果的な手

段がある場合、それを選択したか。 

  ◎「成果」 

   ・事業実施により成果が得られているか。 

・投じた資源（予算・人材・時間等）に対して得られた成果は妥当か。（費用対効果） 

   ・特性上、長期的成果を見込む事業では、当該事業実施に伴う変化や徴候を見極めつつ計

画的な事業展開をしているか。既に開始から一定期間が経過している事業では、成果が

得られつつあるか。 
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 上記の視点を踏まえ、個別事業の評価を、次の４分類で示します。 

 

Ａ：十分に目標・計画を達成できた      

当初の見込み以上の顕著な成果があった事業 

 

Ｂ：目標・計画を達成できた 

予定の見込みどおりの成果があった事業 

 

Ｃ：あまり目標・計画を達成できなかった  

一定の成果は見られたが、当初の見込みを下回った事業 

 

Ｄ：目標・計画を達成できなかった 

  当初見込んでいた成果がなかった事業 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参考＞ 
点検・評価 イメージ図 

相模原市教育振興計画（１０年間） 

＜教育局運営方針＞ 
１年間の方針 

 
＜点検・評価＞ 
 

相模原市教育振興計画の内容に基づいた教

育局運営方針の主な事業の点検・評価を行

い、予算、教育局運営方針に反映すること

で、 

       ↓ 

相模原市教育振興計画の着実な推進と、 

時代変化に対応した事業展開を実施 



 

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿   ＊市民は文化財に親しみ、文化財を生活に生かしています。

めざす姿

めざす姿

めざす姿

子どもの学びを支える学校教育環境を整備･充実します。

＊子どもたちは、快適な学校でのびのびと学び、運動しています。
＊安全で安心な給食を食べ、子どもたちは健やかに成長しています。
＊子どもたちは、充実した教育環境のなかで、豊かな体験学習をしています。

基本方針

＊子どもたちは、「よりよく生きたい」との意欲を持ちながら、夢や希望に満ちた学校生
活を送っています。
＊子どもたちには、「もっと学びたい」、「もっと知りたい」という気持ちが溢れています。

＊優れた資質を持った教職員が、子どもたちを育んでいます。
＊教職員は、保護者や市民から信頼されています。

基本方針５ 地域に根ざした特色ある学校運営をめざします。

基本方針

＊学校と家庭、地域が一体となった教育活動が展開されています。

基本方針２ 支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた取組みを充実します。

＊子どもたちはみんな、楽しく、いきいきと学んでいます。

市民との協働による文化財の保存と活用を進めます。

め
ざ
す
人
間
像

基本方針１ 社会の変化を踏まえ、生きる力を育む学校教育を推進します。

基本方針３ 学校教育の充実に向けた人材の確保と育成を進めます。

基本目標

めざす姿

基本方針４

基本方針７ 市民主体の生涯学習・社会教育活動を支援します。

＊市民は、いつでもどこでも、学びたいことを学んでいます。
＊市民は、いきいきと学び、心豊かに毎日を送っています。

基本方針

基本方針６ 多様化する学習ニーズに対応した生涯学習・社会教育の機会や施設を充実します。

基本方針１０ 子どもの健やかな成長を支える家庭教育力の向上を促進します。

＊市民は、子育てについて学び、交流しています。

＊市民が、学んだことを教えあっています。
＊市民は、学びをとおして特色ある地域づくりを進めています。

基本方針８ スポーツ・レクリエーション活動を支援し、施設を充実します。

＊スポーツに親しむ環境が整備されています。
＊市民がスポーツを定期的に楽しんでいます。

基本方針９

基本方針１１ 地域全体で子どもを見守り、育てる活動を支援します。

郷土を学び、郷土に親しむ活動を促進します。

＊市民には「地域で子どもを育てる」という意識が根付いています。

基本方針１２

＊市民は、郷土相模原の歴史や文化に親しんでいます。
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家
族
や
郷
土
を
愛
し

広
く
世
界
に
目
を
向
け

自
ら
学
び

心
豊
か
に
生
き
る
人

家族や郷土を愛し、と
もに心豊かに暮らす
地域社会の形成に向
けて、家庭や教育の
地域力を高めます

家庭・地域の教育

市民が生涯にわたり
学び続け、いきいきと
暮らす生涯学習社会
を創造します

生涯学習・社会教育

広く世界に目を向け、
自ら学び、ともに心豊
かにたくましく生きる
子どもを育成します

学校教育

Ⅳ ＜相模原市教育振興計画の構成＞ 〔基本理念〕 人が財産（たから）



６ 青少年・教育相談事業
７ 特別支援教育推進事業

８ 教員採用選考試験事業
９ 教職員研修事業
１０ 理科支援事業

１１ 市立小・中学校校舎改修事業/市立小・中学校トイレ改修事業/
      市立小・中学校屋内運動場改修事業
１２ 市立麻溝小学校校舎等改築事業
１３ 市立小・中学校空調設備設置事業
１４ 学校情報教育推進事業

主な事業（平成２８年度）

１ 小・中連携教育推進事業
２ 体験学習推進事業
３ 少人数指導等支援事業
４ 学校教育研究事業
５ 児童・生徒健全育成事業

１６ 市民大学等実施事業
１７ 公民館大規模改修事業
１８ 博物館展示教育普及事業
１９ 宇宙教育普及事業

２１ 新たなスポーツイベントや国内トップレベルの競技会の誘致
２２ 総合型地域スポーツクラブ推進事業
２３ ホームタウンチームとの連携・支援事業

１５ 地域教育力活用事業
　・地域、保護者による学校支援ボランティアを活用
　　している小・中学校の割合

主な事業（平成２８年度）

２７ 文化財の保存・活用促進事業（※２４の再掲）

２５ 家庭教育啓発事業

２６ 学校と地域の協働推進事業

２０ 公民館活動事業

２４ 文化財の保存・活用促進事業

主な事業（平成２８年度）

成果指標

成果指標

成果指標

　・公民館の家庭教育・子育て学習講座の参加者数
　・子どもとのコミュニケーションが図られていると感じる
　　保護者の割合

　・地域の子どもへの育成活動に参加した市民の割合
　・地域、保護者による学校支援ボランティアを活用
　　している小・中学校の割合

　・古民家園及び史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館
　　（旧石器ハテナ館）の入館者数

　・学校を楽しとい感じる児童・生徒の割合
　・授業が分かりやすいと感じている児童・生徒の割合
　・体験学習をして良かったと感じる児童・生徒の割合
　・友人の気持ちを考えて遊んでいる児童・生徒の割合

　・相談指導教室の通級により、学校復帰、進学、就職等を
　　した児童・生徒の割合
　・学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合

　・研修の成果を教育活動に生かそうとする教師の割合
　・教職員１人当たりの研修参加回数

　・学校トイレの改修箇所
　・ふるさと自然体験教室の活動協力者の数

　・公民館の施設利用率
　・市民１人当たりの図書の貸出冊数
　・博物館入館者数

　・公民館における発表・展示及びつどいの開催回数
　・生涯学習まちかど講座の実施件数

　・スポーツを定期的に行う市民の割合
　・スポーツ施設の利用者数

　・文化財普及活動へのボランティア参加者数
　・文化財の指定・登録件数
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Ⅴ 点検・評価結果 
 
7ページに掲載した相模原市教育振興計画における基本目標ごとの基本方針に沿って点検・評

価結果を示します。この評価結果は、それぞれの基本目標の成果指標の数値の推移、個別事業ご

との点検・評価結果等が基になっています。 

１ 学校教育  

  

 

 

 

基本方針１ 社会の変化を踏まえ、生きる力を育む学校教育を推進します。 

 【めざす姿】・子どもたちは「よりよく生きたい」との意欲を持ちながら、夢や希望に満ちた 

        学校生活を送っています。 

       ・子どもたちには、「もっと学びたい」、「もっと知りたい」という気持ちが 

        溢（あふ）れています。 

 【主な事業】小・中連携教育推進事業、体験学習推進事業、少人数指導等支援事業、 

       学校教育研究事業、児童・生徒健全育成事業 

 

【成果指標】 

  ＊学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合＊            （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

９０．０ ９０．０ ９０．８ ９２．０ ９８．７ 

 

＊授業が分かりやすいと感じている児童・生徒の割合＊       （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

８０．５ ８７．１ ８６．１ ８２．５ １０４．４ 

 

＊体験学習をして良かったと感じる児童・生徒の割合＊       （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

７０．０ ８４．５ ８５．１ ８０．０ １０６．４ 

 

＊友人の気持ちを考えて遊んでいる児童・生徒の割合＊       （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

 ― ８８．６ ９３．２ ８０．０ １１６．５ 

 

基本目標 
広く世界に目を向け、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します 
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【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
１ 小・中連携教育推進事業 （８４８千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 「さがみはら未来をひらく学びプラン」後期実施計画に基づく魅力ある学校づくりを推進するため、小

学校と中学校の教職員が連携し、義務教育９年間にわたる学校生活や学びの連続性を大切にすると

ともに、相互の学校が家庭や地域と連携・協力することにより、小・中連携教育の充実を図る。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 授業改善や教科研究など学びの連続性を意識した取組を促進する。 

・ 推進中学校区での新たな取組の周知・共有を行う。 

実施内容 

○平成３１年度まで計画された推進中学校区の指定に沿って、５つの中学校区が推進中学校区として

の取組を進めた。 

○各中学校区の取組事例の紹介や優れた取組の情報提供をするとともに、授業交流や児童・生徒間交

流など実情に応じた取組を行った。 

成果・効果 

○推進中学校区では、小・中接続を意識した取組に加えて、９年間のつながりを意識した取組が増え

た。（＊１） 

○９年間の学びを意識した授業改善や生活面のルールを共通化したエリアスタンダードの取組が行わ

れ、学習習慣や生活習慣のルールを統一する実践が行われた中学校区の事例も見られた。（＊２） 

＊１ 平成２８年度は、内出中、鳥屋中、緑が丘中、麻溝台中、若草中の５中学校区を指定 

   （平成２８年度末までに全３７校中２２中学校区を指定済み） 

  〔主な取組〕 

   ・内出中学校区・・・学習の約束の共通化や学校間相互の授業参観、協議の回数を 

               増やした。 

   ・鳥屋中学校区・・・教職員の合同研修会として、地域独自の教材開発を目的とした研修会 

               を実施した。 

    

＊２ 平成２８年度推進中学校区及び研究校の事例 

  ・教科指導の充実を図ることを目的とした、相互の授業参観と小･中学校教諭混合 

    グループでの協議を実施した。 

   ・小中教職員に加えて地域住民も交え、地域巡りを実施し、地域一体となった児童生徒 

    理解を推進した。 

   ・中学校区内での学習習慣や生活習慣のルールを統一する「学びのスタンダード」 

    「育ちのスタンダード」の検討を進め、取り組んだ。 

   ・学校生活アンケートを活用したいじめ対応と、安心できる学校生活のための共通 

    理解を促進した。 

課題 
・ 小・中連携教育の意義や取組について、各学校における理解は深まったが、連携を図ることを目的と

した特定の教育活動以外は、学校間の連携が十分に意識されていない中学校区がある。 

今後の 

方向性 

・ 全国学力・学習状況調査の結果分析や校内研究等の成果と課題について、各中学校区間で共通理

解が促進されるよう先進的な事例を発信する。 

・ 先進校の実践事例を参考にしながら、９年間を見通した教育課程の編成の研究や小中一貫教育の

検討を行う。 

 

事業名 

（事業予算） 
２ 体験学習推進事業 （５３，８９８千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 小・中学校等における教育活動としての体験学習及び集団宿泊生活を行い、自然体験・農業体験や

伝統文化とのふれあいを通して、個性を大切にし、豊かな人間性や社会性などを育成することを目的

として、体験活動を取り入れた教育を推進する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 「仲間とともに学び合える体験活動の充実」に向け、学校打合せ・体験学習相談、主催事業を効果的

に実施するとともに、活動協力者の拡充を図る。体験を通してねらいを達成できたと感じた子どもの割

合について、８０％超を維持するとともに、専門的な知識・技能をもった活動協力者の人数を増やす。 

実施内容 

○体験活動についての教員の理解を一層深めるため、学校との打合せを行う十分な時間を確保すると

ともに、教員への「体験学習相談」の利用促進を図った。 

○家族で参加できる事業として、若あゆでは「食農体験デー」を年４回、前年度1 回であった「スターフェ

スティバル」を年２回開催した。また、やませみでは前年度４回であった「自然体験スクール」を年５回

開催し、自然・農業に関わる体験活動の充実を図った。 

○活動協力者の資質向上を図るための研修を実施するとともに、体験活動を充実させるため専門的な

知識や技能をもった地域の協力者の確保を行った。 
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成果・効果 

○学校との打合せの際に、「ねらいに応じたプログラム」「活動のめあて」の重要性を伝えるとともに、体験

活動についての理解を深めるため「体験学習相談」を実施したことで、体験活動を楽しいと感じただけ

でなく、ねらいを達成できたことに喜びを感じた子どもの割合が増加した。（＊１） 

○各事業において、参加者から「豊かな自然にふれることができてよかった」「親子のふれあいになった」

といった感想が寄せられた。更に主催事業への応募者数が１６６人増加した。（＊２） 

○専門的な知識・技能をもった活動協力者が３人増加したことで、これまで以上に活動協力者の知識や

体験談を具体的に伝えられた。（＊３） 

＊１ 体験活動を楽しいと感じただけでなく、ねらいを達成できたことに喜びを感じた子どもの割合  

８４．５％（Ｈ２７) ⇒ ８５．1％(Ｈ２８) 

＊２ 主催事業への応募者総数 １，５０６人（Ｈ２７) ⇒ １，６７２人(Ｈ２８) 

＊３ 地域の活動協力者 ８０人(Ｈ２７) ⇒８３人(Ｈ２８) 

課題 

・ 学校のねらいに合った体験学習を実施するに当たり、体験活動への理解を更に深めるための教員へ

の研修機会をより一層充実させる必要がある。 

・ 子どもの安全な体験活動を更に確保するため、施設の安全管理を徹底するとともに、研修による指導

者の指導力向上を図る必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 学校のねらいに合った体験学習を実施するため、打合せの時間の更なる確保と、「体験学習相談」の

充実を図り、ねらいを達成できたと感じる子どもの割合について、８０％を維持する。 

・ 地域の方々や民間団体で指導者としての実績を有する方等と連携し、より質の高い体験活動を実施

するため、８５人の活動協力者を確保し、指導力の維持・向上を図る。 

・ 安心・安全な体験活動、宿泊生活を行うことができる環境を整備し、非常時に備えた職員研修の充実

を図る。 

 

事業名 

（事業予算） 
３ 少人数指導等支援事業 （５０，１０７千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ （少人数指導）学習及び生活の両面におけるきめ細かな指導を展開し、子どもの学びの充実を図る。 

・ （少人数学級）生徒の学力向上や望ましい人間関係づくり等への効果や実施上の課題について研究

及び検証を行う。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 少人数指導担当者のための研修会実施、非常勤講師の効果的な配置の検討を行う。 

・ 少人数学級モデル校での成果と課題の検証を行う。 

実施内容 

○（少人数指導）教員一人当たりの児童生徒数、１学級当たりの平均児童生徒数及び学校の実情を考

慮し、少人数指導及びティーム・ティーチングを担当する非常勤講師を小学校１６校・中学校１０校に

各校１人配置した。また、少人数指導担当者のための研修会に代えて、指導主事が少人数指導配置

校を訪問するとともに、各校からの報告書によって、活用状況を把握し、成果と課題の検証を行った。 

○（少人数学級）指定中学校３校（相陽中、緑ヶ丘中、串川中）に対し、平成２６年度から３年間を実施期

間として、第３学年を対象に、１学級３５人以下の学級編制を行った。本事業を実施する上での効果や

課題について、生徒、教員、保護者等に対するアンケートや聞き取り調査、指導主事による授業参観

等を通じて検証を行った。 

成果・効果 

（少人数指導 ＊１） 

○非常勤講師配置の小・中学校２６校から、一人ひとりの学習状況を把握しやすくなり、理解度に応じた

指導を行うことで、学習意欲の向上や基礎・基本的学力の定着が見られた。 

（少人数学級 ＊２） 

〇少人数学級導入後、生徒の「授業に集中できている」「学校は楽しいと思う」などの回答が経年変化に

おいて増加しているなど、学習意欲の向上に一定の効果が見られた。 

〇保護者からは、少人数学級により「先生は、子どもの様子をよく把握している」「きめ細かな進路指導が

図られている」との声が寄せられた。 

〇教員から「学級の生徒一人ひとりの様子を把握しやすい」「生徒からの相談に応じる時間が確保しや

すい」とアンケート回答があり、きめ細かな指導の充実が図られた。 

＊１ 少人数指導等支援事業報告書（少人数指導非常勤講師配置校２６校提出）「３ 配置の成果」にお

いて多く見られた記述 

＊２ 少人数学級推進校におけるアンケート結果 

  ・（生徒）「授業に集中できている」：９１％（H２７平均）→９３．３％（H２８平均） 

 ・（教員）「学級の生徒一人ひとりの様子を把握しやすい」：９４％（H２７平均）→９５．７％（H２８平均） 
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課題 

〇授業に対応するための非常勤講師の配置としているため、学校において臨機応変な対応ができな

い。 

○生徒の学習意欲の向上やきめ細やかな指導が可能になるなど一定の成果が認められる一方、中学

校第３学年に限定したことで、他学年での実施が不可能であることなど、各校の実情に応じた活用が

できなかった。 

今後の 

方向性 

・ 各校の抱える課題は多様であることから、県からの権限委譲も踏まえ、今後は、各校が実情に応じて、

本事業を十分に活用できるよう、少人数指導やティーム・ティーチング指導、少人数学級の実施につ

いて、各校が選択、計画をし、その計画に基づいて教員を配置するとともに、その成果や課題につい

て検証する。 

 

事業名 

（事業予算） 
４ 学校教育研究事業 （８，２６０千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・  「さがみはら未来をひらく学びプラン」後期実施計画に基づく基礎・基本の習得や活用する力、学ぶ

意欲を向上させるための支援を更に充実させるため、本市の小・中学校において、学習指導要領の

趣旨を生かし、創意ある教育活動を推進するために設定した課題の研究を行い、その成果を広く市

内に普及する。 

平成２８年度

の目標・計画 
・ 本市の実態に即した教育課題の解決に向けた研究活動の充実、発展を図る。 

実施内容 

研究課題を「本市の教育課題」「各校の課題」「今日的教育課題」の３つに大別し、各校へ研究を委託

した。 

・ 本市の教育課題 ：学校教育課題改善研究事業、支援教育推進事業、授業改善研究推進事業          

・ 各校の課題 ：特色ある学校教育研究事業、 校内研究推進事業 

・ 今日的教育課題 ：防災教育実践研究事業、人権・福祉教育推進事業 

成果・効果 

○本市の授業づくりの重点「見通す・振り返る学習活動の重視」「言語活動の質の充実」を意識した研究

を行う学校が増えてきた。 

○授業公開や研究報告・発表会等を通して、効果的な指導方法について、市内外の学校の教職員、研

究関係者と共有が図られたほか、各校の授業改善に生かすことができた。（＊１） 

○授業改善研究推進校では、研究発表会の開催にとどまらず、年間を通じて適時、授業や研究協議の

様子を公開することで、当該校での教育活動全体の活性化につながった。（＊２）  

＊１ ２３校の研究委託校が市内外に向けて研究成果等を研究発表会を通じて発信した。また、研究発

表会には、教職員、大学等教育機関及び地域・保護者等を含め、１，７００人以上の参加があった。 

＊２ 授業改善研究推進校では、研究発表会を含め、年間計３７回（１学期１２回、２学期２３回、３学期２

回）の研究授業や研究協議等を市内に公開した。 

課題 

・ 新学習指導要領告示に伴い、新教育課程に沿った新しい教科書の使用、授業時数の増加、小学校

外国語教科化、特別の教科道徳の開始など、新たな取組、実践が求められている。 

・ 文部科学省の学力調査の結果から、小・中学校における国語、算数、数学に係る基礎学力に大きな

課題が見られる。 

今後の 

方向性 

・ 教科で育てたい力を意識するために、授業改善の重点としての「見通す・振り返る学習活動」「言語活

動の質の充実」を更に周知を図り指導するとともに、各研究校の研究成果を市内各校の実践に生か

すため、ｅネットＳＡＧＡＭＩ（学校間でのイントラネット）による情報提供など、具体的な方策を考えてい

く必要がある。 

・ 全市的な課題として、全国学力・学習状況調査の結果分析から自校の実態や課題を把握し、教育実

践に生かしていく研究が必要である。 

 

事業名 

（事業予算） 
５ 児童・生徒健全育成事業 （５７，１８６千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 家庭・学校・地域・市その他の関係機関が連携し、いじめ防止や地域での見守りを推進し、児童・生徒

の健全な育成を図る。 

・ 子どもたち一人ひとりの教育ニーズに応じたきめ細かな支援を行う。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 子どもが主体となったいじめ防止フォーラムを実施する。 

・ 児童支援専任教諭配置校の増加（23校→36校）及び配置校による成果の検証を行う。 

〇市子どものいじめに関する調査委員会から答申を受けた再発防止事業の検討及び実施を行う。 
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実施内容 

【小学校における児童支援体制の強化】 

○各校の問題行動等の状況に鑑み、対応事案の多い中学校区に配慮し、区に偏りがないよう児童支援

専任教諭を配置し、平成２８年度には配置校を２３校から３６校へ拡充した。 

○子どもに対する適切な支援や指導の在り方について担当者の実践力を高めるために、児童支援専任

教諭連絡会を年６回開催した。 

【いじめ問題への対応】 

○「子どものいじめに関する審議会」において、子どもの人権が尊重されるよう市の施策の検証を行うとと

もに、いじめ防止基本方針の改定（案）作成にかかる協議を行った。 

○いじめ防止フォーラムを１１月１２日（土）にサン・エールさがみはらにおいて開催した。 

○いじめ防止啓発ファイルケースを小学校１年生に配付するとともに、保護者向け「いじめ防止啓発リー

フレット」を市立小・中学校全家庭に配付した。 

○地域向けいじめ防止啓発ポスターを市関係窓口や商店街、コンビニ等に掲示するほか、ＳＣ相模原の

ホームゲーム会場と造形「さがみ風っ子展」会場でいじめ防止啓発グッズを配布した。 

〇本年度、新たに「苦痛の累積」を把握するための調査を行うことで、学校と教育委員会がより児童・生

徒の状況を把握し、必要に応じて指導主事が学校の組織的な支援の進め方について助言を行うな

ど、支援体制の強化を図った。 

成果・効果 

【小学校における児童支援体制の強化】 

○児童支援専任教諭を配置した学校については、当該教諭が支援を必要とする児童に対する関わりや

関係機関との連携など、学校における児童指導や児童支援の中核を担うことにより、課題の解決に向

けた効果的な事例が報告された。（＊１）（＊２） 

【いじめ問題への対応】 

○いじめ防止フォーラムは、これまでの大人中心のシンポジウムから児童・生徒や学生が中心となったグ

ループ協議を行うことができ、学校での取組状況や率直な意見交換がなされた。（＊３） 

○新たに実施したいじめ防止啓発グッズの配布については、子どもや保護者に広く配布したことで、効

果的ないじめ防止の啓発を図った。（＊４） 

○学校からのいじめの報告方法を改善したことにより、学校がいじめを見逃さない姿勢を高めるととも

に、報告された児童・生徒に対し、教育委員会が、学校と連携して支援に努めた。 

＊１ 児童支援専任教諭配置校  ２３校（H２７） → ３６校（H２８） 

＊２ 効果的な事例…登校支援のために家庭訪問を繰り返すことにより、不登校からの復帰を図る取

組、落ち着きのないクラスに学級担任とともに関わり、クラスの立て直しを図っている事例など 

＊３ いじめ防止フォーラム参加者  ２７５人 

＊４ いじめ防止啓発グッズの配付数  約２，５００個 

課題 

・ いじめの早期発見のためにも苦痛を感じている子どもたちの気持ちを第一に考えられるよう、教職員

のいじめの認知への意識を高める必要がある。 

・ 学校・家庭・地域ぐるみで、それぞれが役割を担いながら共通認識を持ち、子どもを見守る取組を充

実させる必要がある。 

・ 相模原市子どものいじめに関する調査委員会から提出された答申を受け、重大事案の再発防止に向

けた対策を推進しているが、国のいじめ防止基本方針を受け、市、学校のいじめ防止基本方針の見

直しを図る必要がある。 

今後の 

方向性 

・ いじめ問題に対応する校内支援体制の充実に向けて、平成２９年度から全小学校に配置される児童

支援専任教諭を中心に、資質向上に向けた研修の充実を図る。 

・ 関係機関の連携をより緊密に図るとともに、今後も児童・生徒が中心となったいじめ防止フォーラムの

開催やいじめ防止啓発ポスター、グッズの配布を通じて、家庭や地域に対してもいじめ防止に向けた

意識醸成を図る。 

・ 国のいじめ防止基本方針の改定に伴い、市や学校のいじめ防止基本方針の見直しを行うとともに、基

本理念に基づいたいじめの防止等に関する施策を総合的に策定する。 
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基本方針２ 支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた取組みを充実します。 

 【めざす姿】子どもたちはみんな、楽しく、いきいきと学んでいます。 

 【主な事業】青少年・教育相談事業、特別支援教育推進事業  

 

 【成果指標】 

＊相談指導教室の通級により、学校復帰、進学、就職等をした児童・生徒の割合＊（単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

８２．４ ８４．６ ８４．９ ８７．０ ９７．６ 

 

＊学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合＊≪再掲≫        （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

９０．０ ９０．０ ９０．８ ９２．０ ９８．７ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
６ 青少年・教育相談事業 （２７１，２３１千円） 評価  Ａ 

事業目的 

○不安や悩み、課題がある児童・生徒、保護者に、より健全な成長を促すため、心理の専門家である青

少年教育カウンセラーが各相談室において相談に当たるとともに、小・中学校にも出張し、学校と迅速

な情報の共有化を図りながら課題の解決、心理面のサポートを行う。 

○家庭環境に起因すると考えられる長期欠席や問題行動の解決に向けて、社会福祉の専門家であるス

クールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を派遣し、必要に応じて福祉関係機関等につなぐなどの支援を行

う。 

平成２８年度

の目標・計画 

○青少年教育カウンセラーを２人増員し事件・事故等の緊急対応に関する新たな研修を実施する。 

○ＳＳＷによる支援の充実を推進する（学校からの要請による校内ケース会議（コンサルテーションを含

む。）の開催回数７５０回）。 

実施内容 

○６５人の青少年教育カウンセラーによる相談を行った。 

・ 各相談室にて来所・電話相談、市立小・中学校にて学校出張相談を実施 

・ 各相談指導教室に相談指導教室付きの青少年教育カウンセラーを配置 

・ 各相談室に相談担当（係）の青少年教育カウンセラーを位置付け 

○５人のＳＳＷによる支援を行った。 

・ 学校の要請に応じて派遣、ケース支援や研修を実施 

○「不登校対応セミナー」（教職員対象）を各区の中学校区で実施した。 

○児童・生徒、保護者への支援策として、「不登校を考えるつどい」「ふれあい体験活動」を実施した。 

○国立教育政策研究所から委嘱を受けた「魅力ある学校づくり調査研究事業」を串川中学校区におい

て実施した。 

成果・効果 

○学校において青少年教育カウンセラーの活用が更に進んだ。小学校では「発達に関する問題」、中学

校では「不登校」や教員へ助言を行う「コンサルテーション」などの相談が多くなっており、不登校等の

未然防止に向けて、状況に応じた相談が行われた。全相談指導教室に青少年教員カウンセラーを配

置し、心理面から児童・生徒の様子を日々把握した。また、緊急支援の要請があった際には、迅速に

対応するなど充実を図ることができた。（＊１） 

○ＳＳＷについて周知が進み、ほぼ全校で活用されるようになった。また、５人体制が２年目になり、支援

の方向性の共通理解が図られるとともに、学校からの相談・要請に対して問題が深刻にならないうち

により迅速に対応できるようになった。（＊２） 

○不登校対応セミナーを３区の小・中学校合同で実施したことにより、小・中連携及び小・小連携の必要

性や大切さを全教職員で共通理解した。（＊３） 

○「ふれあい体験活動」において、様々な体験活動を通して、児童・生徒が達成感、自己肯定感を感じ 
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られる効果があった。「不登校を考えるつどい」では悩みを持つ保護者が集まり、家庭等での対応の

あり方を考える機会とした。（＊４） 

○「魅力ある学校づくり調査研究事業」の中で、学期ごとにおけるＰＤＣＡサイクルの実施や小・中連携、

小・小連携を生かした取組を行うことで、新たな不登校児童・生徒を生まない効果があった。（＊５） 

＊１ 学校出張相談における相談件数は小学校：２８，５８２件、中学校：１９，６７７件。全相談指導教室に

青少年教育カウンセラーを１人ずつ配置。緊急支援７件、派遣青少年教育カウンセラー３６人、３４日

間（１２月末現在）。 

＊２ ＳＳＷによる支援（Ｈ２９．２月現在）：コンサルテーション９５件、助言６０ケース、継続ケース８０件、

学校訪問４８５回、家庭訪問２２５回、関係機関等９４回。モニタリング年３回、扱った件数１２９件。 

＊３ 教職員対象の不登校対応セミナーを各区で実施。参加者２２５人。 

＊４  「ふれあい体験活動」を３回実施。参加人数：児童・生徒７１人、保護者３３人。参加した保護者か

ら「有意義な事業で継続を望む」との意見が多かった。「不登校を考えるつどい」を４回実施。参加者

から「同じ気持ちを持った方と話をして楽になった」との意見が多かった。 

＊５ 新規不登校者数１人 

課題 

○児童・生徒が抱える問題が多種多様で、中には深刻化複雑化している相談も多くある。そのような中

で青少年教育カウンセラーへの相談需要が多くなっているため、学校における効果的な青少年教育

カウンセラーの活用の在り方を周知する必要がある。 

○ＳＳＷによる支援など一定の活用が進み、スクールソーシャルワークについて教職員への啓発も進ん

できたが、活用のない学校が未だ見受けられる。今後、更にＳＳＷの役割、活動について学校へ周知

し、併せて、現在のＳＳＷの体制を検証し、増員や配置体制についても検討を図る必要がある。 

○すべての児童・生徒が不登校になる可能性があることから、新たな不登校を生まないという全教職員

の意識の向上や、すべての児童・生徒対象の教育活動の推進を図る必要がある。 

今後の 

方向性 

○青少年教育カウンセラーを増員し、学校への派遣回数等を増やし、学校出張相談の拡充を図るととも

に、カウンセラーが効果的にかかわれるよう、教職員対象の研修等の機会を捉え、カウンセラーの活

用について周知していく。 

○５人のＳＳＷを南相談室に１人、センターに３人、城山相談室に１人配置し、より迅速に多くのケースに

対応できるようにするとともに、各事例の支援検討の機会を多く設け、効果的な支援ができるように努

める。 

○「魅力ある学校づくり調査研究事業」からの成果等の周知を図っていく。 

 

事業名 

（事業予算） 
７ 特別支援教育推進事業 （１３５，３２９千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・  「新・相模原市支援教育推進プラン」に基づく支援教育支援員の効果の検証と適切な配置及び相

模原市支援教育ネットワーク協議会の充実を推進するための取組の一つとして、児童・生徒一人ひと

りの教育的ニーズに応じた適切な支援の実現に向けた支援教育を推進する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 就学相談に沿った適切な特別支援学級の開設を行う。 

・ 支援教育指導員と課内関係者との連絡会議を設定し、更に効率的で効果的な活用を図る。 

実施内容 

○中央区の中学校に、通級指導教室（サポートルーム）が未設置であったため、上溝中学校に開設し

た。 

○校内支援体制の充実を図るため、支援教育指導員による巡回相談を始め、課内全体で連携を図ると

ともに、新たに青少年相談センターとの巡回相談情報交換会を実施した。 

○小・中学校向けの「発達障害のある子どもの理解と支援の手引き」を作成した。 

○就学相談員を３人から４人に増員した。 

成果・効果 

○各区に中学校１校ずつの通級指導教室が開設されたことにより、支援を必要とする生徒の通学等の

負担が減った。 

○支援教育指導員が児童生徒観察や授業参観を行い、ケース会議で協議することで、見取りや指導、

校内体制の充実を図ることができた。（＊１） 

○関係機関を交えた巡回相談情報交換会により、対象児童・生徒に対する情報共有を行うことで、的確

な実態把握及び今後の支援方法について検討することができた。（＊２） 

〇「発達障害のある子どもの理解と支援の手引き」により、発達障害のある児童・生徒への支援の方法を

教職員に示し、理解を促すことが期待される。 

〇就学相談員を４人に増員したことにより、年々増加する就学指導委員会審議案件に対して的確な実

態把握を行うことができた。（＊３） 

＊１ 巡回相談件数（小学校１８０件、中学校７０件） 

＊２ 巡回相談情報交換会の実施（年間６回） 

＊３ 就学指導委員会審議件数 ２１０件 
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課題 

・ 通級指導教室が南区の小学校に未設置であるため、通学等が児童の負担になっている。 

・ 校内支援体制充実のため、全校に各１人の支援教育支援員を配置しているが、小・中学校の特徴や

地域性、大規模校と小規模校の違いなど、学校により支援教育支援員の置かれている状況に差異が

ある。 

・ 学校において、医療的な見地から児童・生徒のアセスメントや支援を行う必要のあるケースが増えてい

ることからこれまで以上に医療機関との連携が求められている。 

・ 支援を要する児童・生徒に対して作成する「個別の指導計画」の作成が、通常の学級で進んでいな

い。 

今後の 

方向性 

・ 南区の小学校に未設置である通級指導教室の設置を検討する。 

・ 支援教育支援員を６校に１人加配するとともに、支援教育支援員配置の検証を行い、効果的な配置

の在り方について検討していく。 

・ 相模原市支援教育ネットワーク協議会において、医師、心理士を始め、特別支援学校職員や市健康

福祉局、こども・若者未来局職員等とともに、医療的ケアの在り方について、検討をする必要がある。 

・ 「発達障害のある子どもの理解と支援の手引き」を周知し、教職員等の対応力向上を図る。 

・ 「新・相模原市支援教育推進プラン後期改定版」の重点目標でもある通常の学級での「個別の指導計

画」作成を各学校にて推進する。 

 

 

 

基本方針３ 学校教育の充実に向けた人材の確保と育成を進めます。 

 【めざす姿】・優れた素質を持った教職員が、子どもたちを育んでいます。 

       ・教職員は、保護者や市民から信頼されています。 

 【主な事業】教員採用選考試験事業、教職員研修事業、理科支援事業  

 

 【成果指標】 

＊研修の成果を教育活動に生かそうとする教師の割合＊       （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

９５．７ ９８．４ ９８．７ １００ ９８．７ 

 

＊教職員１人当たりの研修参加回数＊               （単位：回） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

３．５ ３．９ ３．５ ４．０ ８７．５ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
８ 教員採用選考試験事業 （５，７９２千円） 評価  Ｂ 

事業目的 ・ 市立小・中学校の教員を採用するため、選考試験を実施する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 優秀な人材を採用するため、採用試験実施方法の見直しを図るとともに、面接員技法研修及び教員

募集案内の充実を図る。 

実施内容 

○市単独で選考試験を実施した。 

  《試験内容》第１次試験（筆記試験、課題作文） 

          第２次試験（模擬授業、個人面接Ⅰ・Ⅱ、実技試験（一部教科）） 

○第２次試験面接員に対する技法研修会を開催した。 
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成果・効果 

○より費用対効果の高い広報活動を行うため、採用案内及び実施要項の内容の充実を図り、これまで

以上に本市選考試験の説明及びさがみはら教育の魅力を伝えることができた。また、Facebook を開

設し、試験に関する取組について、積極的に情報発信を行うことにより、幅広い層に向けてアピールし

た。 

○教育に対する理想と情熱を持つ教員を確保するため、全国のニーズのある大学等を訪問し、多くの大

学生に選考試験の説明やさがみはら教育の魅力を伝えた。（＊１） 

○市内及び近隣市の高校生を対象に、教員という仕事の魅力やさがみはら教育の特色などを伝え、将

来本市教員を目指す人が増えるよう説明会を実施し、前年度より多くの高校生に対し、アピールした。

（＊２） 

○小学校教諭及び養護教諭の応募者が増加（小学校２５人、養護１３人）した。（＊３） 

○採用実績：（平成２９年４月１日付）１７０人（小学校教諭１０２人、中学校教諭６０人、養護教諭８人） 

＊１ 大学訪問数 ８１回 

＊２ 高校での説明会の実施 市内及び近隣市７校、参加者１３１人 

＊３ 応募者数実績：８３２人（小学校教諭３７３人、中学校教諭３９８人、養護教諭６１人） 

課題 

・ 市単独実施を含めた過去の採用試験の実績を常に検証し続け、更に採用試験の精度を高めて、教

員としての適性をしっかりと見極めていく必要がある。 

・ 中学校の応募者数は５３人減少したため、応募者の増加につながる効果的な情報発信の手法を検討

する必要がある。 

今後の 

方向性 

・ より精度の高い採用試験を実施するために、共通の視点で面接することを重視し、個人面接の内容を

変更する。 

・ 志願者説明会等の機会を捉えて、アンケート等により情報を収集し、情報発信の適切な内容やタイミ

ングなど、より効果的な手法を検討する。 

 

事業名 

（事業予算） 
９ 教職員研修事業 （７，４７１千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 目指す教師像を「教育愛に燃え社会の中で学び続ける教師」とし、研修を通して豊かな人間性、専門

性、マネジメント力等教員に求められる資質・能力を育成する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 授業力向上、支援教育、教育の情報化、人権・児童生徒理解の推進等を重点に講座を充実させ、研

修内容の満足度を上げる。 

・ 研修実施方法を更に工夫し、教職員1人当たりの研修参加回数４回以上を目指す。 

実施内容 

○教育職としての本質を追及し、専門性やマネジメント力を高めることができるよう、年次研修や専門研

修等において「授業力向上」「支援教育」「教育の情報化」「人権、児童生徒理解」等を重点に研修を

実施した。 

成果・効果 

○専門性やマネジメント力等に関わる教職員の課題や改善策について、講義や協議を通して明確に

し、改善に向けての意欲を高めるという効果を得た。年次研修では、指導主事や教育指導員が学校

を訪問し、効果的できめ細かな支援を行なうことで、受講者一人ひとりの実践力を高める等の効果が

あった。（＊１） 

＊１ 受講者アンケートの「研修内容に満足した」「新たな学びや気付きがあった」「自分の課題がもてた」

「学校で活用できる内容だった」の４項目（４点満点）の平均値が、すべて３．８点以上であった。 

課題 
・ 専門的知識・技能を更に向上させるため、学校における様々な教育課題や教職員のニーズに対応し

た研修内容を充実させる必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 「授業力向上」を最重点目標とし、教職員のライフステージに応じた研修や今日的教育課題に対応す

る研修の充実を図り、豊かな人間性、専門性、マネジメント力等の教職員として求められる資質・能力

を育成する。 

・ 学校内での人材育成が図られるよう学校や教職員のニーズに応じて指導主事等が学校を訪問して支

援する学校への訪問支援研修の充実を図る。 
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事業名 

（事業予算） 
１０ 理科支援事業 （２４，８２０千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 観察・実験活動を支援する「観察実験アシスタント」を小学校に配置することにより、理科の授業にお

ける観察・実験活動の充実及び活性化を図り、もって児童の科学的思考力を育む。 

平成２８年度

の目標・計画 
・ 観察・実験活動を支援する「観察実験アシスタント」を小学校全７２校に配置する。 

実施内容 

○観察実験アシスタントを小学校全校に配置し、観察・実験に係る理科授業の支援、観察・実験等の準

備・片付けを実施した。 

○各校に３～５学年の合計学級数×６日と６学年の学級数×１０日の日数分、アシスタントを配置した。 

成果・効果 

○担任が観察実験アシスタントと協力して、理科室等の整備や授業を行うことにより、担任の目の届きに

くいところや必要なところに支援が行え、安全に配慮することが可能となった。（＊１） 

○児童一人ひとりへのアドバイスや支援が充実し、問題解決的な活動に積極的に取り組むことが可能と

なった。（＊２） 

＊１ 観察実験アシスタントが実験に直接関わることにより、薬品の取扱いなど、安全上の配慮をより細か

く行うことが可能となる。 

＊２ 観察実験の結果を考察する場面で科学的な思考や文章表現を苦手とする児童へ関わるなど子ど

も一人ひとりへの対応ができ、学習の質が高まった(理科支援事業成果報告書より）。 

課題 

・ 観察実験アシスタントには、授業の組立てに必要な教職員との連携や子どもの科学的思考力を育む

ためのコミュニケーション能力が必須であり、その充実を図る必要がある。 

・ 科学が専門でない観察実験アシスタントが多いことから、知識・技術の維持、向上に努める必要があ

る。 

今後の 

方向性 

・ 授業の流れや教材・教具の工夫改善に努めることが児童の科学的思考を育む上ではとても大切であ

ることから、理科主任等と観察実験アシスタントの連携が良好な学校に研修の講師を依頼し、子どもと

の関わりを学べる研修会等を開催する。また相模原市立小学校教育研究会の理科部会にて、観察実

験アシスタントとの連携や効果的な活用の周知に努める。 

・ 観察実験アシスタント研修会を開催し、指導主事による講義、演習、実験やグループ協議等を行う。 

 

 

 

基本方針４ 子どもの学びを支える学校教育環境を整備･充実します。 

【めざす姿】・子どもたちは、快適な学校でのびのびと学び、運動しています。 

       ・安全で安心な給食を食べ、子どもたちは健やかに成長しています。 

       ・子どもたちは、充実した教育環境のなかで、豊かな体験学習をしています。 

 【主な事業】市立小・中学校校舎改修事業、市立小・中学校トイレ改修事業、市立小・中学校

屋内運動場改修事業、市立麻溝小学校校舎改築事業、市立小・中学校空調設備設

置事業、学校情報教育推進事業 

 

 【成果指標】 

＊学校トイレの改修箇所＊                   （単位：箇所） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

３５１ ６４８ ６５６ ７７９  ８４．２ 
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＊ふるさと自然体験教室の活動協力者の数＊            （単位：人） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

３０ ４７   ４９ ４５ １０８．９ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 

１１ 市立小・中学校校舎改修事業 

市立小・中学校トイレ改修事業 

市立小・中学校屋内運動場改修事業 （２，７０２，９７３千円） 

評価  Ｃ 

事業目的 

・ 校舎等の老朽化や経年劣化による設備の機能低下などに対し、その機能の回復、維持、向上を図る

とともに、多様化する教育内容への対応や快適性の向上のため、校舎等を改修することにより、子ども

たちのより安全で安心・充実した学校生活に資することを目的とする。 

・ 学校生活の中でトイレの役割が重要なことから、３Ｋ（汚い、臭い、暗い）トイレの解消などトイレ環境の

改善を図る。  

平成２８年度

の目標・計画 
・ 校舎２校、トイレ５校、屋内運動場１校の改修事業を行う。 

実施内容 

・ 校舎改修事業（校舎の内部、外壁、屋上防水、電気設備、給排水設備等を改造）を中学校２校で実

施した。 

○トイレ改修事業（床のドライ化、洋式大便器への交換等の工事）を２校・５箇所（小学校１校・２箇所、中

学校１校・３箇所）で実施した。なお、校舎改修事業の中で、中学校１校・３箇所について実施した。 

・ 屋内運動場改修事業（床、壁、照明等の工事）を中学校１校（１棟）で実施した。 

成果・効果 

・ 教室・トイレ等がきれいになり、より安全で快適な学校教育環境となったことにより、子どもたちの日常

生活において、大切に使用する意識や積極的な清掃への参加など、環境に対する意識の向上が見

られた。 

課題 

・ 平成２９年度は４校の校舎改修事業を実施予定であるが、平成３０年度以降も国からの交付金などの

特定財源の確保に努め、計画的に取り組む必要がある。 

・ 特に、昭和５０年代の人口急増期に設置した学校の校舎改修を重点的に進めていく必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 新・相模原市総合計画後期実施計画に基づき、計画的に進めるとともに、学校施設長寿命化計画や

公共施設マネジメント推進プランとの整合を図りながら、学校現場との連携を深め、児童・生徒数の推

移や学校の状況に対応した施設整備を図る。 

・ トイレ改修工事については、当初予定していた５校のうち３校分の国の交付金が平成２８年度当初は

不採択となり、補正予算で採択されたため、平成２９年度への繰越事業として実施する。 

 

事業名 

（事業予算） 
１２ 市立麻溝小学校校舎改築事業 （４７５，７２４千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 県道５２号(相模原町田)の道路拡幅事業に伴い、Ａ棟校舎及び給食室の改築を行い、教育環境の確

保及び改善を図る。 

平成２８年度

の目標・計画 
・ 校舎等改築工事を実施する。（継続事業の１年目） 

実施内容 ・ 平成２８年９月に契約を締結し、平成３０年２月の完成に向けて改築工事を実施した。 

成果・効果 
○改築事業の実施により、一層安全で快適な学校教育環境となり、子どもたちが日常生活の中におい

て、ものを大切に使用する意識や生活環境の重要性への意識を育むことが期待できる。 

課題 
・ 県道５２号の道路拡幅工事が平成３１年度から予定されているため、校舎等の改築工事について、計

画的かつ確実に取り組む必要がある。 

今後の 

方向性 
・ 新・相模原市総合計画後期実施計画に基づき、平成３０年２月までに完成させる。 
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事業名 

（事業予算） 
１３ 市立小・中学校空調設備設置事業 （１，８３４，５２０千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 近年の異常気象による気温の上昇に伴い、快適な学習環境の確保が難しくなってきたことから、全て

の小・中学校の普通教室等（普通教室、音楽室、図書室）に空調設備を設置し、教育環境の改善を図

る。 

平成２８年度

の目標・計画 
・ 中学校９校に空調設備を設置する。 

実施内容 ・ 中学校９校で空調設備の設置工事を実施した。 

成果・効果 

○予定どおり設置工事及び設計を実施した。 

・ 授業に対する集中力の向上や熱中症対策 

※未設置校８４校(小学校５６校、中学校２８校)のうち、中学校２０校が完了した。 

   （未設置校は、平成２６年度末時点で航空機騒音や臭気対策で空調設備の設置が完了している小・

中学校を除いたもの） 

課題 
・ 平成２９年度は１９校に空調設備を設置する予定であり、平成３０年度以降も国からの交付金などの特

定財源の確保に努め、計画的に取り組む必要がある。 

今後の 

方向性 
・ 新・相模原市総合計画後期実施計画に基づき、計画的な取組を進める。 

 

事業名 

（事業予算） 
１４ 学校情報教育推進事業 （８２１，６５９千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 情報に積極的に関わり、社会の変化に主体的に対応できる資質・能力を子どもたちに身に付けさせる

ため、総合的な情報教育を推進する必要があることから「情報活用能力の育成」「ＩＣＴを利活用した授

業改善」「校務の情報化」の３つの施策を中心にモデル事業及び環境整備に取り組む。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ コンピュータ教室のコンピュータ・ソフトを更新する（中学校３校）。 

・ 校務支援システム中学校運用を開始する。 

・ 校務支援システム小学校運用の検討を開始する。 

実施内容 

○コンピュータ教室にノートPC、普通教室にタブレット PCを導入した。 

○小学校２校、中学校２校において、４人に１台使用したタブレット PCの実証研究を行った。 

○校務支援システムついて、中学校では全校で運用を開始し、小学校においては検討会を立ち上げ、

検討を実施した。 

成果・効果 

○中学校３校のコンピュータ教室の更新を予定どおり実施し、新たにタブレット PC７台とプログラミング教

材７個を導入したことで、プログラミング教育を実施した。 

○モデル事業では、教員の ICT 活用指導力を高めるとともに、授業事例集を作成し、全校に周知した。

（＊１） 

○中学校においては、成績処理を始め、通知表や調査書等全帳票について、全教員が同じシステムで

不備なく作成した。小学校校務の情報化推進検討会においては、機能仕様等を作成し、小学校導入

に向けて準備を進めた。 

＊１ モデル事業では「課題意識を持たせるためにICT機器を活用して効果的に提示できる」と回答した

教員が７０％になった（平成２７年度５６％）。 

課題 

・ 次期学習指導要領実施に向けて、相模原市版プログラミング教育カリキュラムを作成する必要があ

る。 

・ モデル事業で作成した授業事例集を市立小・中学校へ周知するとともに、教員全体の ICT 活用指導

力向上に取り組む必要がある。 

・ 中学校における導入実績を基に、小学校導入を継続的に検討していく必要がある。 

今後の 

方向性 

・ タブレット PC の整備を進めるための検討を継続的に進め、モデル校での実証結果を基に、相模原市

としての授業スタイルを確立するとともに、プログラミング等、時代のニーズにあった教材の導入及び

具体的な活用について検討する。 

・ モデル事業においては、１人１台環境を実現し生徒の情報活用能力及び教員の ICT 活用指導力の

向上について、これまで以上に研究を推進する。 

・ 小学校校務の情報化推進検討会での検討結果を基に、小学校への導入に向けて継続した検討を進

める。 
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基本方針５ 地域に根ざした特色ある学校運営をめざします。 

 【めざす姿】学校と家庭、地域が一体となった教育活動が展開されています。 

 【主な事業】地域教育力活用事業  

 

 【成果指標】 

  ＊地域、保護者による学校支援ボランティアを活用している小・中学校の割合＊（単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

７９．０ ９０．８ ９１．７ １００ ９１．７ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
１５ 地域教育力活用事業 （２，４０１千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 教育課程に位置付けられた教科・領域において、地域に在住する知識・経験の豊かな人を指導協力

者として依頼し、教育活動の創意工夫、学習指導及び実技指導者の充実を図り、地域と学校の連携

を深める。また、休業日に地域の協力者を活用することにより、学校と地域の連携を深め、休業日の教

育活動を充実させる。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 学校支援ボランティアへ活動等の支援を行う。 

・ 小・中学校への指導協力者を派遣する。 

・ 小・中学校への土曜日等教育課程外の活動へ指導者派遣を行う。 

実施内容 

○各校が地域に在住する知識・経験の豊かな人を指導協力者として依頼した。 

○指導協力者には、謝礼として１単位時間（小学校４５分・中学校５０分）当たり、５００円の図書カードを

配付した。（各学校には最大４０回分を配付） 

○休業日における地域教育力活用事業の協力者には、謝礼として１単位時間（３０分程度）当たり、５００

円の図書カードを配付した。（指定校には２０枚配付） 

成果・効果 

○協力者の専門的な知識と技術により、学習に対する児童・生徒の興味関心が高まり、活動を通して、

地域の方々との結び付きも強まった。（＊１） 

○学校が主体となる教育課程外の活動を対象とした「休業日における地域教育力活用事業」において、

夏季休業期間等を有効活用することができた。（＊２） 

＊１ 事例：凧作り・凧あげ指導（大凧保存会）、水生生物探索（道保川を愛する会）、歴史学習（相模原

市原爆被害者の会）、和太鼓演奏の鑑賞と実演（相模無鉄砲太鼓）、福祉体験、読み聞かせ、昔遊

び体験等 

＊２ 実施校 ７校（H２７） ⇒ １０校（H２８） 

事例：水泳、陸上競技、折り紙、和太鼓、科学実験等 

課題 

・ 「休業日活用」は休日に勤務する教職員の負担が大きく、活用例が少ないことや、一部の指定された

学校のみが対象であったことから、多くの学校が自由に休業日の活用を検討することができなかっ

た。 

・ 「社会に開かれた教育課程」を重視する次期学習指導要領から、今後これまで以上に「地域とともにあ

る学校」を目指すことが求められている。 

今後の 

方向性 

・ これまで「休業日活用」については指定校のみの実施となっていたが、今後は指定校による制限をな

くし、全校が自由に休業日でも実施できるよう活用方法を変更する。 

・ 学校支援ボランティア充実を図るとともに、コミュニティスクールの在り方を含めた学校と地域の連携な

ど、地域教育力の柔軟な活用を検討する。 
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【学校教育に関する学識経験者の意見】 明星大学 教職センター長 篠山 浩文 氏 

 

相模原市教育振興計画に示されている基本理念「人が財産（たから）」を基盤に、学校教育に

おける基本目標を具現化する各事業が、継続的かつ安定的に進められていることを高く評価した

い。 

 

１ 特に評価すべき事業 

 

事業番号１「小・中連携教育推進事業」 

  課題で示されている「各学校における理解の深まり」は大いに評価できるところである。その

反面、「学校間の連携が十分意識されていない中学校区がある」に対する今後の方向性として、

「先進的な事例の発信」が予定されているようだが、既に検討し、取り組まれている「学びのス

タンダード」「育ちのスタンダード」を、市で統一したものとして進めたらどうか。 

 

事業番号３「少人数指導等支援事業」 

  少人数学級指定中学校（第３学年）を対象とした研究により、少人数学級の実施が生徒の学習

意欲向上および教員によるきめ細やかな指導に繋がることが明らかとなっている。本成果を踏ま

え、今後は少人数学級指定中学校を増やし、第１学年、第２学年にも事業範囲を広げ、「学力向

上」の視点を加味した研究及び検証を継続すべきである。 

 

事業番号４「学校教育研究事業」 

  市内各校が校内研究に取り組んでいることは大いに評価できる。一方、課題で示されている「基

礎学力」に関しては、各校の教育活動の独自性を担保しつつも、市としての学びスタンダード

（例：秋田県総合教育センター「あきたのそこぢから」）を掲げ、周知徹底するとともに、家庭、

地域と連携しながら、課題解決の方法を検討する必要があるのではないか。 

 

事業番号５「児童・生徒健全育成事業」 

  児童支援専任教諭を２３校から３６校（平成２９年度は全校）に拡充し児童支援専任教諭連絡

会を年６回開催したこと、さらに、新たに「苦痛の累積」を把握するための調査等を実施し、苦

痛を感じている子どもたちの気持ちを第一に考えられるよう教職員のいじめへの意識を高めよ

うと努力されていることを高く評価したい。（点検・評価結果における評価を「Ａ」としてもよ

ろしいのではないか。） 

 

事業番号６「青少年・教育相談事業」 

  スクールソーシャルワーカーによる支援事業は、相談需要が多くなっている中で特に効果的な 
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ものと考えられる。「児童・生徒の新たな不登校を生まない」といった方向性を重要課題として

捉え、その課題解決に向けた様々な活動が積極的に実践されていることを高く評価したい。 

事業番号７「特別支援教育事業」 

  課題として挙げられているもののうち、「校内支援体制充実のため、（中略）、支援教育支援

員の置かれている状況に差異がある。」「『個別の指導計画』の作成が通常の学級で進んでいな

い。」といった今後強化すべき視点が課題として明確化されていることを評価したい。 

 

事業番号９「教職員研修事業」 

  「教育愛に燃え社会の中で学び続ける教師」を目指す研修が５つにカテゴリー化され実施され

ている。特に、専門研修における授業力向上研修は、ほぼ全てにおいてリニューアルされ、学習

指導要領研修講座、伝達研修講座が数多く開催されていることを高く評価したい。また、これか

らの学校教育を担う教員の資質向上に向けた教員養成・採用・研修の接続の観点から、今後の大

学カリキュラムの在り方を検討する際の参考事業となるものである。 

 

２ 改善を求めたい事業 

 

事業番号８「教員採用候補者選考試験事業」 

  平成２８年度の「点検・評価結果報告書」における学識経験者の意見『教員採用試験に関連し

て、さがみ風っ子教師塾事業について、現在は特にインセンティブはないが、優秀な人材確保の

点から、採用試験の際に、なんらかのインセンティブを検討してみてはどうか。』と同意見であ

る。これからの学校教育を担う教員の資質向上に向けた教員養成・採用・研修の接続の観点から

も検討を求めたい。 

 

事業番号１０「理科支援事業」 

  「科学が専門でない観察実験アシスタントが多い」ことが課題として取り上げられている。こ

の点に関して、事業の位置づけ及び目的・実施内容が抽象的であることに根本的な課題があるよ

うに思われる。人材を確保し、観察・実験すれば、子どもたちの科学的思考が養えるものではな

い。小学校理科では「自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験

を行うことなどを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資

質・能力を育成することを目指す。 」ことを目標としている。本目標と相模原市における学校

教育の基本目標や基本方針として掲げられている「自ら学び」「たくましく生きる」「生きる力

を育む」「一人ひとりの教育的ニーズ」とを有機的に結びつけるのであれば、相模原市の特色や

課題（例：市の面積の６割が森林であるにもかかわらず、そのことを市民の２６．６％しか知ら

ない）を子どもたちと共に抽出しながら、相模原市の特色を生かした事業（事業番号２「体験学

習推進事業」、事業番号１５「地域教育力活用事業」）と連携することにより、相模原市として

展開できる特色ある理科支援事業の姿が見えてくるのではないか。「理科支援事業」は今後も重

要な事業の一つと位置づけられるため、それらとの連携、中学校への拡大などの検討を求めたい。 
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【学校教育に関する総合評価】 

 

子どもたちが、たくましく生きていくための総合的な力である「生きる力」を身につけていく

ため、本市の教育課題の解決に向けた学校教育研究事業を行い、その成果を授業公開や研究報告・

発表会等を通して、共有を図ることにより、各学校が授業づくりの重点である「見通す・振り返

る学習活動の重視」「言語活動の質の充実」を意識し、授業内容を改善した。 

今後はさらに新学習指導要領の実施に向けて、外国語や道徳など新たな教科に対する取組を図

るとともに、国語、算数、数学に係る基礎学力の向上を課題として研究を推進する必要がある。 

 

魅力ある学校づくりにおいては、義務教育９年間にわたる学びの連続性を意識した小・中連携

教育の推進を図るとともに、学校の実情に応じ、少人数指導及びティーム・ティーチングを実施

することにより、きめ細かな指導を行った。 

また、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな支援を行うため、小学校に児童支援専任

教諭の配置を拡充し、支援が必要な児童に対する関わりや関係機関との連携などチーム学校とし

ての対応力を強化したほか、いじめ防止の啓発活動として、いじめ防止フォーラムの実施やいじ

め防止啓発ポスターの掲示、グッズの配布等を行った。 

今後はいじめを早期に発見するための体制づくりとして、教職員のいじめの認知への意識を高

める研修等の充実をよりいっそう図っていく。 

 

 その他、支援を必要とする子どもに対する取組として、支援教育支援員の全校配置や中央区の

中学校に通級指導教室を新規開設したほか、青少年教育カウンセラーを２人増の６５人体制に増

員し、学校出張相談を拡充するともに、スクールソーシャルワーカーによる学校への支援体制の

充実を図った。 

今後はより深刻・複雑化する事案に対応するため、青少年教育カウンセラー等の役割について、

教職員との情報共有を行い、より効果的な活用を促進する。 

 

 学校教育の充実に向けた人材の確保については、市立小・中学校の教員として優秀な人材を採

用するため、従来の大学訪問を始め、Facebookの開設や高校訪問によるＰＲ等の広報活動の充実

を図った。 

今後も効果・検証を行い、より多くの受験者数を確保するとともに、現教職員の育成に関して

は、業務多忙の現状を鑑み、研修については、より効果的で効率的なカリキュラムとし、引き続

き、教育内容の充実と質の向上を図る。 

 

 さらに教育環境においては、子どもたちの安全や適切な学習環境の整備に向け、市立小・中学

校のトイレ・校舎等の改修工事を始め、空調設備の設置増などの事業展開を行った。今後も継続

した取組を行っていく必要がある。 
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 教育活動の充実を図る上で、地域の人材を生かした取組が、学習に対する子どもたちの興味関

心を高めるとともに、学校と地域の連携強化にもつながることから、今後も地域教育力活用事業

を始め、体験学習推進事業や理科支援事業においても地域人材の活用を推進していく。 
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２ 生涯学習・社会教育  

 

 

 

 

基本方針６ 多様化する学習ニーズに対応した生涯学習・社会教育の機会や施設を充実します。 

 【めざす姿】・市民は、いつでもどこでも、学びたいことを学んでいます。 

       ・市民は、いきいきと学び、心豊かに毎日を送っています。 

 【主な事業】市民大学等実施事業、公民館大規模改修事業、博物館展示教育普及事業、宇宙教

育普及事業 

 

 【成果指標】 

  ＊公民館の施設利用率＊                     （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

６６．５ ５８．４ ５９．１ ６７．５ ８７．６ 

 

  ＊市民１人当たりの図書の貸出冊数＊               （単位：冊） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

４．８ ４．０ ３．９ ５．３ ７３．６ 

 

＊博物館入館者数＊                        （単位：人） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

128,124 132,201 125,194 135,000 ９２．７ 

 

＊市民大学を受講し、満足と感じている人の割合＜サブ指標＞＊   （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

６８．６ ７２．７ ７５．３ ７６．８ ９８．０ 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 
市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します 
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【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
１６ 市民大学等実施事業 （１２，６９０千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 市内や近隣の高等教育機関と連携し、１５歳以上の市民等を対象に、市民の学習ニーズや社会が抱

える諸課題に基づいた学習機会を提供する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 市民のニーズを受講者アンケートから把握し、各高等教育機関へ内容を周知し、カリキュラムの作成

を依頼する。 

実施内容 
○地域を共有する高等教育機関と行政が連携し、それぞれの機能と特性を生かした講座を開催した。 

○公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアムへ運営の一部を委託し、実施した。 

成果・効果 

○各校の特色を生かし、市民ニーズや社会の諸課題に即した講座を開催した。（＊１） 

〇アンケート結果から、市民大学に対する満足度は約７５％であることから、市民の学習意欲の継続・向

上につながっており、市民大学への期待が大きいと捉えている。 

＊１ 外国語講座、美術講座、歴史講座、健康・医療講座、科学技術講座など各校の特色を生かした講

座を前期・後期に分けて３１講座実施した。  

課題 

・ 各講座とも内容を工夫しているが、更に市民のニーズにあった内容にしていく必要がある。 

・ 生涯学習の効率的な推進を図るため、市民大学と類似した他の事業との内容の重複を避ける必要が

ある。 

今後の 

方向性 

・ 受講者アンケートの内容を各高等教育機関に周知し、市民ニーズを踏まえたカリキュラムの作成を依

頼し、内容の充実を図る。 

・ 類似した事業を所管している部署と情報交換を行い、事業目的、内容、費用、事務作業、市民への周

知方法等を比較・精査し、市全体の生涯学習の方向性について検討する。 

 

事業名 

（事業予算） 
１７ 公民館大規模改修事業 （３１１，２９９千円） 評価  Ｂ 

事業目的 ・ 公民館機能の充実を図り、市民がいきいきと学べる学習環境を整備する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 相武台まちづくりセンター・公民館整備工事を実施する（平成２７年度から継続）。 

・ 麻溝まちづくりセンター・公民館施設整備に係る実施設計及び用地購入を実施する。 

・ 青根公民館の解体工事を実施する。 

・ 清新公民館：計画の策定を行う。 

・ 津久井中央公民館・老人福祉センター、星が丘公民館における課題の整理を行う。 

実施内容 

○相武台まちづくりセンター・公民館移転整備に係る工事、初度調弁購入等を実施した。 

○麻溝まちづくりセンター・公民館移転整備に係る実施設計及び用地購入を実施した。 

○青根公民館再整備に係る解体工事を実施した。 

○清新公民館大規模改修計画を策定した。 

○津久井中央公民館と老人福祉センターについて、相模原市公民館条例改正に向け、関係課との検

討を実施した。 

○公共施設マネジメント推進プランの策定のため、星が丘公民館大規模改修における課題の研究を行

った。 

成果・効果 

○相武台まちづくりセンター・公民館移転整備 

  旧磯野台小学校の校舎B棟を活用し、地域の学習等拠点施設としての整備を完了した。移転開館以

降、順調に利用者が増えている。 

【主な整備内容】 

  ・高齢者支援センターの設置、災害時における現地対策班の活動スペースの確保 

  ・太陽光発電設備、最新安全基準を満たすエレベーターの設置、照明設備の省エネ化、また公民館

諸室としては、大会議室の拡充、多目的室、工作室、中会議室を増室。 

○麻溝まちづくりセンター・公民館移転整備 

麻溝まちづくりセンター・公民館の移転に係る施設検討委員会から提出された「検討報告書」を踏ま

え、「麻溝まちづくりセンター・公民館整備計画」を策定し、実施設計にその内容を反映させた。 

○青根公民館再整備 

公民館敷地を活用した青根公民館（複合施設）再整備事業を進めるに当たり行った解体工事後に

は、周辺家屋への工事による振動の影響調査を行ったが、工事による振動の影響はなく、計画どおり

完了した。 

○清新公民館大規模改修 

  改修計画には、地域からの要望等及び市の施策等を踏まえた内容を反映させることができた。 
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課題 

・ 麻溝まちづくりセンター・公民館移転整備 

  移転地における駐車場整備に加えて、近隣に駐車場用地を確保する必要がある。 

・ 津久井中央公民館・老人福祉センターの整備 

  複合施設として諸室が混在していた状況を整理することができたため、このことを利用者に周知すると

ともに、必要に応じた修繕を行うことで、利便性の向上を図る必要がある。 

・ 星が丘公民館大規模改修 

  施設の老朽化が進行しており、事業の実施に向けた検討を進める必要がある。また、新たな総合計画

に位置付ける必要がある。 

今後の 

方向性 

新・相模原市総合計画後期実施計画や公共施設の保全利活用基本指針等を踏まえ、引き続き、次

のとおり計画的な整備を進めていく。 

・ 麻溝まちづくりセンター・公民館移転整備に係る建設工事の実施 

  施設の安全安心・環境・活動拠点の視点等に配慮した実施設計に基づき、今後の移転整備事業の

着実な実施を進める。(平成２９年度、３０年度の継続事業) 

・ 青根公民館の開館に向けた準備 

  初度調弁購入や物品の搬入を平成２９年度中に行い、平成３０年度当初の開館を目指す。 

・ 清新公民館大規模改修工事に係る実施設計 

  平成２９年度実施設計を行い、平成３０年度に改修工事、平成３１年度当初に大規模改修後の公民館

が開館できるよう事業を進める。 

・ 津久井中央公民館・老人福祉センターの課題整理 

  各施設の機能明確化に伴い、利用者周知への取組を進める。 

・ 星が丘公民館 

  複合化、多機能化の検討を進める。 

 

事業名 

（事業予算） 
１８ 博物館展示教育普及事業 （８，０４３千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 博物館に所蔵する資料を中心に、普段は常設展示に用いられていない様々な分野の資料を展示す

ることで、広く市民が相模原に関心を持ち、地域を考え、愛着を持つことに寄与する。 

・ 相模原の自然や歴史・文化に関する講演会や講座を通じて、相模原のことをより専門的な角度から学

ぶことができる場を設ける。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 考古・歴史・民俗・生物・地質に関する展示や講演会・講座を積極的に開催するとともに、常設展示の

リニューアルを行う。実施に際しては市民ボランティアとの協働のもとに行う。 

実施内容 

・ 年間を通じて各種企画展や講座・講演会等を実施した。企画展では各分野の多彩な内容を実施し、

あわせて積極的な広報を行った。 

講座では座学を中心として、野外探訪や博物館での実習等を組み合わせながら様々な手法によって

実施し、学芸員が講師となるとともに、テーマによっては大学教授や専門的技術者等の外部の者に

依頼して、より専門的な内容で実施した。 

展示や講座等の実施では、職員だけでなく、各分野ごとに組織された多くのボランティアグループと

も協働して実施した。 

学校のカリキュラムに対応した事業「学習資料展」を実施した。 

・ 常設展示のリニューアルについては、特定の分野に限らず教育普及に係わる活動を行う「市民学芸

員」の有志とともに、常設展示の一部展示替えやミニ展示の実施、クイズの設置などを行った。 

成果・効果 

○年間を通じた各分野の企画展や講座・講演会の実施（※１） 

・ 積極的な情報提供により、新聞やラジオ、タウン誌等による周知を図り、相模原市メディアクリッピング

件数は３年連続３位以内となった。 

○市民ボランティアとの協働による事業の実施とその効果 

・ 各分野ごとに組織された市民ボランティアグループは、日々の学習成果の発表の場のひとつとして常

設展示の一部展示替えやミニ展示の実施、クイズの設置、クイズラリーなどを協働して実施しており、

常設展をより興味深く鑑賞したり、楽しみながら知識を得る機会を提供することができた。 

・ 特に特定の分野に限らず教育普及にかかわる活動を行う「市民学芸員」は、学習資料展の企画や列

品を主体的に行い、関連事業である「チャレンジ体験」では講師役となって参加者に昔遊びや道具の

使い方を教えるなど、事業の効果を上げることができた（※２）。 

※１  生物企画展「鳥の羽根 温かく、美しくまとうもの」（観覧者９，６０９人） 

考古企画展「博物館de トレジャーハンター（お宝なぞ解き考古展）」などの実施（参加者４，９０７人） 

民俗講演会「相州大山の歴史と信仰」（参加者９２人） 

   養蚕講座「養蚕を知る、親しむ」（延べ参加者２９２人） 

※２  隔週日曜日に実施した、昔遊びを体験したり、道具を実際に使用する「チャレンジ体験」も好評を

得た（「学習資料展」観覧者２２，４３８人・チャレンジ体験１，３８８人）。 
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課題 

・ 引き続きアンケート等で来館者の要望を的確に把握し、講座等の内容を更に魅力あるものとし、より広

く周知する方法を検討する必要がある。 

・ 市域全域の理解を深めるため、更に博物館収蔵資料の活用などを通してより魅力ある展示を企画す

る必要がある。 

・ 市民ボランティアは高齢化・固定化が見られ、今後の方向性について検討する必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 展示や講座・講演会等は、博物館の機能のうち、もっとも市民に身近なところであり、今後も着実に実

施する。 

・ 関連施設、機関との協働について一層の働きかけを行う。 

・ 市民ボランティアの養成は今後とも積極的に行っていく。 

 

事業名 

（事業予算） 
１９ 宇宙教育普及事業 （９，４１４千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ ＪＡＸＡ相模原キャンパスと近接する利点を生かし、 ＪＡＸＡ協力を得た連携事業や、「宇宙」や「はや

ぶさ」をキーワードとした事業を展開することで、市民が宇宙に興味を持つきっかけとし、更には天文

や宇宙科学に携わる人材の育成に寄与する。 

・ 幾多の困難を乗り越え、平成２２年に帰還した「はやぶさ」の偉業を発信することで、本市のシティセー

ルスに貢献する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ ＪＡＸＡの協力を得た連携事業や、「宇宙」や「はやぶさ」をキーワードとした事業を展開し、宇宙に興味

を持つきっかけとし、更には天文や宇宙科学に携わる人材の育成に寄与する事業を実施する。 

実施内容 

・ 夏季にはＪＡＸＡと連携した企画展を行った。ＪＡＸＡから借用した貴重な資料の展示のほか、ミニシア

ターや、ぬりえコーナー・顔出し看板の設置など、ファミリー層にも楽しめる内容で実施した。 

・ 年間を通じて、月に1回、「さがみはら宇宙の日」事業を行った。 

・ 「はやぶさ」・「はやぶさ２」がテーマの全天周映画の上映を核とした「プラネタリウムはやぶさウィーク」

や「はやぶさ２トークライブ」の継続開催、JAXA 特別公開時のプラネタリウム特別編成など、「はやぶ

さ」に関連した事業を実施した。 

・ ＪＡＸＡと連携したオリジナルプラネタリウム番組の作成を行った。 

・ 地域等と連携した、宇宙・天文に関する事業を実施した。 

・ プラネタリウム事業については民間活力の導入を行い、各種提案事業（夏休み番組チラシの全小学

生への配布、プラネタリウムコンサート、無料番組の投影、スケールメリットを生かした番組選定等）を

実施した。 

成果・効果 

○ＪＡＸＡの協力を得た連携事業の実施 

・ 夏季企画展示、講演会、ＪＡＸＡと連携したオリジナルプラネタリウム番組の作成などにより、気軽に観

覧できる内容から高度な内容を含んだものまで、様々なレベルで最新情報などを提供し、宇宙や天文

に関する興味関心を深めた。（＊１） 

・ 「はやぶさ」に関連した事業を実施し、ＪＡＸＡ相模原キャンパスがある相模原市が「はやぶさ」のふるさ

とであることを周知することで、シティセールスに貢献した。（＊２） 

○地域等と連携した事業の実施 

・ 中央地区自治会連合会等との共催事業「子どもと大人 共に学ぶ宇宙教室」や相模原市民文化財団

との共催事業「かんじる学校 特別編 星空えほん会」等を実施し、幅広い年齢層の来館者を得た。 

・ ＪＡＸＡのほか、新聞社や市内の大学・高校、地域の商店街等とも協働した「宇宙フェスタさがみはら 

２０１６-生命の可能性を探る-」を開催し、市内外からの多数の参加者（延べ１，２００人）を得た。 

○民間活力モデル事業の導入 

・ プラネタリウム事業においては、提案事業により、リピーターや新たなる来館者を掘り起こし、観覧者

数及び観覧料増につなげることができた。（＊３） 

※１ 夏季企画展示観覧者数 ２１，７２７人 

※２ 「はやぶさ２トークライブ」開催６回。延べ参加者数８７２人 

※３ 観覧者数前年度比１０３％、観覧料前年比１０２％ 

課題 

・ 設置後２０年を経過し、老朽化が進んだプラネタリウムの改修が必要である。 

・ 博物館の認知度の向上及び新たな来館者の開拓を図る必要がある。 

・ アンケートの結果を踏まえ、ニーズに応える事業を検討する必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 「はやぶさ」のふるさと相模原のアピールにも有効であることから引き続き展示や講演会等を実施す

る。 

・ 事業を効果的に実施するため、プラネタリウムの活用についてはソフト事業の実施や施設の改修を含

めた検討を進める。 

・ 平成２９年度に開設予定であるＪＡＸＡ展示施設との一体利用を検討する。 
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基本方針７ 市民主体の生涯学習・社会教育活動を支援します。 

 【めざす姿】・市民が、学んだことを教えあっています。 

       ・市民は、学びをとおして特色ある地域づくりを進めています。 

 【主な事業】公民館活動事業 

 

【成果指標】 

  ＊公民館における発表・展示及びつどいの開催回数＊        （単位：件） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

３２１ ３４１  ３３４ ３４０ ９８．２ 

 

  ＊生涯学習まちかど講座の実施件数＊               （単位：件） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

１１９ １２１ １１１ １３５ ８２．２ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
２０ 公民館活動事業 （３９，５０１千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 地域に根ざした公民館活動により、地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活

文化の振興、社会福祉の増進によって地域のまちづくりを支える人材の育成に寄与する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 大学や企業等と連携した取組を行う。 

・ 学習内容の質の向上に向けた研修の実施や、学習成果を地域に還元する自主企画提案事業を推進

する。 

実施内容 

○大学等と連携した取組 

８月に本市で開催された全国公民館研究大会において麻布大学と連携し、分科会会場を運営した

ほか、麻溝公民館において青少年部と北里大学の学生サークルが連携して事業を実施し、その取組

について、同大会において発表を行った。また、大野南公民館では、３月に相模女子大学と「地域連

携フォーラム」を実施した。 

○学習内容の質の向上に向けた取組 

公民館に係わる研修を４０日実施し、延べ２６５人が受講した。また、３２館中１８の公民館で事業評価

調書に基づき評価を行った。その他の公民館については公民館運営協議会において事業報告を行

い、協議会委員が評価を行った。 

○自主企画提案事業の実施 

「公民館自主企画提案事業実施要綱」に基づき、７公民館（大沢・橋本・大野北・大野中・星が丘・光

が丘・上鶴間）で１０事業を実施した。 

成果・効果 

○大学等と連携した取組 

大学と連携することで、事業展開の広がりを持つことができ、大学や、大学生の公民館への関心を喚

起することができた。 

○学習内容の質の向上に向けた取組 

各種研修において、職員の質の向上を図り、とりわけ「学級のすすめ方」をテーマとした研修において

は直接的に学習内容の質の向上に寄与した。また、各専門部、運営協議会等で評価シートを基に事

業評価と検証が行われることで、次年度事業への改善等につながった。 

○自主企画提案事業の実施 

  公民館自主企画提案事業の推進を図り、新たに星が丘、光が丘、上鶴間の各公民館が同事業を実

施し、学習・サークル活動の成果を地域に還元することのできるシステムの定着が見られた。 
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課題 

・ 公民館では、学びを通して地域課題や生活課題を解決し、地域活動につながるような展開が必要で

あり、地域づくりの担い手となる住民の育成の役割も担う一方、担い手の固定化などにより、十分に対

応できていない状況にある。 

今後の 

方向性 

・ 公民館の専門部等を中心に、地域の特性を生かしながら引き続き高校・大学や企業との連携も視野

に入れ、現代的・社会的課題の解決に向けた学習機会の充実を図る。活力ある地域コミュニティの形

成に向け、将来を担う子どもたちを対象に様々な体験活動などを展開し、今後の地域を担う人材を育

成していく。 

 

 

基本方針８ スポーツ・レクリエーション活動を支援し、施設を充実します。 

 【めざす姿】・スポーツに親しむ環境が整備されています。 

       ・市民がスポーツを定期的に楽しんでいます。 

 【主な事業】新たなスポーツイベントや国内トップレベルの競技会の誘致、 

総合型地域スポーツクラブ推進事業、ホームタウンチームとの連携・支援事業 

 

 【成果指標】 

＊ホームタウンチーム認知率＜サブ指標・隔年調査＞＊       （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

― ４０．９   ― ７５．０    ― 

 

＊スポーツを定期的に行う市民の割合＊              （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

５２．１ ５８．５ ５４．３ ６５．０ ８３．５ 

 

＊スポーツ施設の利用者数＊                   （単位：人） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

3,830,678 4,509,078 4,473,566 4,320,000  １０３．６ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 

２１ 新たなスポーツイベントや国内トップレベルの競技会の誘致 

（７４，１２８千円） 
評価  Ｂ 

事業目的 
・ 市民選手権大会やスポーツフェスティバルの開催、競技会の誘致などを通じ、市民スポーツの競技力

の向上と市民の誰もがスポーツに親しむ機会の提供を図る。 

平成２８年度

の目標・計画 
・ 相模原クロスカントリー大会２０１７を平成２９年３月に開催する。 

実施内容 

・ 市民選手権大会（２６種目）を実施した。 

・ スポーツフェスティバル（１０月１０日）を実施した。 

・ 市民が参加する各種体育大会の実施及び県大会や全国大会等への選手の派遣を公益財団法人相

模原市体育協会に委託した。 

・ ゲストランナーを招き、相模原クロスカントリー大会２０１７を行った。 
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成果・効果 

○市民が気軽にスポーツに親しむ機会を提供し、子どもから高齢者まで様々なスポーツに触れることが

できた。（＊１） 

・ 市民の体力づくりとスポーツ技術の向上を図ることができた。相模原クロスカントリー２０１７では、本市

に縁のある選手を招くことで市民がより親しみの持てる大会にすることができた。（＊２） 

＊１ スポーツフェスティバルに５，５００人の参加があった。 

＊２ 相模原駅伝には９１６人、相模原クロスカントリー大会２０１７には４７０人の参加があり、また、かなが

わ駅伝競走大会へ選手団２５人を派遣した。市民選手権は、２６種目の競技を実施し、２６，００７人の

参加があった。 

課題 
・ 多くの市民がスポーツに参加できる機会を充実するとともに、市民スポーツの競技力向上を図る必要

がある。 

今後の 

方向性 

・ 「相模原クロスカントリー大会」を、全国の有力選手が目指すようなレベルの高い大会とするべく内容

の充実を図っていく。また、新たなスポーツイベントの開催について検討していく。 

 

事業名 

（事業予算） 
２２ 総合型地域スポーツクラブ推進事業 （５８３千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 身近な地域において、誰もが気軽にスポーツに触れられる場として、総合型地域スポーツクラブの創

設支援を行うとともに、クラブの周知及び浸透を図り、スポーツ実施率向上や新たな地域コミュニティ

の創出を促進する。 

平成２８年度

の目標・計画 
・ 既存クラブの活動支援の充実と新設クラブの設立支援を行う。 

実施内容 

・ 総合型地域スポーツクラブの周知チラシを市内公民館へ配布した。（８月） 

・ 市内総合型地域スポーツクラブが一堂に会して、取組や課題について意見交換を行う懇談会を実施

した。（１０月） 

・ 総合型地域スポーツクラブＰＲイベントを実施した。（２月） 

・ 総合型地域スポーツクラブのＰＲポスターを市内公共施設、駅、銀行等に配布した。（３月） 

・ 総合型地域スポーツクラブの基本情報を市ホームページで紹介した。（通年） 

・ クラブ創設希望者に対して情報提供や相談等を実施した。（随時） 

成果・効果 

○周知方法を改善したことで、総合型地域スポーツクラブについて市民への浸透度向上を図った。 

・ 懇談会において、各クラブと課題等について意見交換し、今後の支援方策の検討に生かした。（＊１） 

・ スポーツに親しむきっかけづくりになるとともに、クラブの周知が図られ、会員数の増加につなげる機

会とすることができた。（＊２） 

＊１ １０クラブ出席 

＊２ 平成２８年度のＰＲイベントは、平成２９年２月１４日（火）～２月２６日（日）の１３日間実施し、参加者

総数は１１クラブで９９３人 

課題 

・ 総合型地域スポーツクラブを目指す団体があるものの、新規設立には至っていない。また、既存クラ

ブについては、順調に市内での活動の動きが広まっているものの、市民への浸透度は十分とは言え

ない。 

今後の 

方向性 

・ 総合型地域スポーツクラブを目指す団体と連携を図り、設立へ向けた支援を行っていく。また、既存

団体と連携し、総合型地域スポーツクラブが身近で気軽にスポーツが親しめるクラブとしてより一層市

民に浸透するように、周知・ＰＲを図っていく。 

 

事業名 

（事業予算） 
２３ ホームタウンチームとの連携・支援事業 （５９９千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 本市に活動の拠点を置き、全国での活躍が期待できるスポーツチームを「相模原市ホームタウンチー

ム」として認定し支援を行うことにより、スポーツ振興による効果的なまちづくりを図り、もって本市の良

好な都市ブランドや都市イメージの構築、発信等シティセールスに関する活動の推進に資することを

目的とする。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 本市のシティセールス及びスポーツ振興によるまちづくりを推進するため、ホームタウンチームとの連

携・支援の強化を図る。 

実施内容 

・ 「広報さがみはら」においてホームタウンチームのキャプテン同士による対談を掲載した。 

・ ＰＲポスターやチラシを作成し、公共施設を始め、市内の店舗等へ掲示を依頼した。 

・ 教育委員会職員や市役所案内業務従事者がホームタウンチームのＴシャツ等を着用して勤務する

「ホームタウンチーム応援デー」を実施した。 

・ 庁内公募職員等による相模原市ホームタウンチームワーキンググループを設置し、ホームタウンチー

ムの認知率の向上に向けた取組や球技専用スタジアムのあり方について検討した。 
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成果・効果 

○ノジマ相模原ライズ、ＳＣ相模原、ノジマステラ神奈川相模原の３チームにおいて、観客動員数が増加

した。（＊１） 

・ ホームタウンチームが、各種イベントやキャンペーン等に協力することで、スポーツ振興によるまちづく

りに寄与した。（＊２） 

＊１ ホームタウンチーム観客動員数 

   ・ノジマ相模原ライズ １，５２４人（Ｈ２７．９．１３）→２，５８３人（Ｈ２８．１０．３０） ＋１，０５９人 

   ・三菱重工相模原ダイナボアーズ 

    ３，５００人（Ｈ２７．１１．２８）→ ２，５００人（Ｈ２８．１１．１９） －１，０００人 

   ・ＳＣ相模原  ３，２９２人（Ｈ２７平均）→ ４，３４４人（Ｈ２８平均） ＋１，０５２人 

   ・ノジマステラ神奈川相模原 ７５３人（Ｈ２７平均）→１，０９７人（Ｈ２８平均） ＋３４４人 

＊２ ホームタウンチーム連携事業依頼数 ６４事業 

課題 
・ ホームタウンチームの観客動員数について、増加傾向にあるものの、チーム単位では観客動員数に

差があり、また、本市の人口規模を勘案すると観客動員数が少ない。 

今後の 

方向性 

・ ホームタウンチームの観客動員数や認知率向上のため、比較的認知率が低いアメリカンフットボール

やラグビーといった競技への関心が広がるようなＰＲ方法を検討していくとともに、新たな支援策や連

携方法についても検討を行う。 

 

 

 

基本方針９ 市民との協働による文化財の保存と活用を進めます。 

 【めざす姿】市民は文化財に親しみ、文化財を生活に生かしています。 

 【主な事業】文化財の保存・活用促進事業  

 

【成果指標】 

＊文化財普及活動へのボランティア参加者数＊           （単位：人） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

３７５ ６６９ ７１８ ７００ １０２．６ 

 

＊文化財の指定・登録件数＊                   （単位：件） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

１３６ １７２ １７５ １８０ ９７．２ 
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【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
２４ 文化財の保存・活用促進事業 （１０９，００３千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 市民が文化財を通して地域の歴史と文化を学び、郷土に対する愛着と誇りを育むため、市民との協働

により、文化財を保護管理するとともに、文化財の公開や体験学習等の普及事業により、市民が文化

財を学び親しむ機会を提供する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 文化財指定・登録件数を３件程度増やすとともに、津久井城跡の発掘調査や既存文化財の普及活用

について市民ボランティア等と協働した事業を継続する。また、１１月初旬の全国文化財保護強調週

間に合わせ、多くの市民が気軽に文化財に親しむ環境づくりを行う。 

実施内容 

○平成２７年度末に文化財保護審議会答申を受けた有形文化財４件を指定告示した。 

○新たに有形文化財２件を選定し、所有者同意交渉や文化財保護審議会による調査を実施した。 

○所管する古民家園や史跡勝坂遺跡公園、史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館等の各施設では、

毎月イベント等を実施し、その他文化財展、民俗芸能大会などの事業を行った。 

○文化庁指導に基づき、史跡川尻石器時代遺跡の保存整備に向けた総括調査報告書を作成した。 

○市指定・登録文化財の経常的な維持管理に対する支援策として所有者等へ奨励金を交付した。 

○文化財調査・普及員の自主企画事業として「遺跡の古環境講演会」「麻溝地区文化財探訪」を実施し

た。 

成果・効果 

○新たに指定文化財４件を加えたことにより、指定・登録総数を１７５件に増やし、着実に貴重な文化財

の保護に努めた。 

○個々の普及事業の内容を充実させ、市民が文化財に親しむ機会を展開した。 

○史跡川尻石器時代遺跡の総括調査報告書の刊行により文化庁が指導する基礎条件を整え、基本計

画の見直し作業を進めた。 

○文化財への興味や関心を広めるため、ボランティアが主体的に文化財の調査・普及に関わり、また、

文化財調査・普及員が市民目線を生かした活動を行った。 

＊各施設の入場者  延べ９０，３６４人（延べ７３，７６６人）     ※（  ）は平成２７年度実績 

＊各施設の普及事業の参加者数  延べ１０，３５６人（延べ４，６３５人） 

＊民俗芸能大会の入場者数  ３８５人（４００人） 

＊文化財展の入場者数  ２０２人（３１８人） 

＊文化財調査・普及員の普及事業参加者数  延べ７１８人（延べ６６９人） 

課題 
・ 文化財の特性でもある長期経年劣化に対し、状況に応じた的確な保存・継承の支援が必要である。 

・ 市民が気軽に参加できる魅力ある普及事業の企画運営と情報発信策の向上を検討する必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 文化財のより適切な保存・活用を進めるため、マスタープラン「歴史文化基本構想」の策定に向けた調

査・研究を行う。 

・ 文化財の積極的な利活用に向け、庁内各課や関係機関等へ働きかけを進める。 
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【生涯学習・社会教育に関する学識経験者の意見】 

神奈川大学 人間科学部准教授 齊藤 ゆか 氏 

   

〇地域の「未来」を見据える、「本質」に立ち戻る等の議論の必要性 

 「学校教育」「社会教育」「家庭教育」などを相互に連携・協働する時代となった。その要因

として、地域の希薄化等を例に挙げる場合が多い。そのため、政策的な方向として、「つなぐ」

をキーワード（「コーディネート」「パイプ役」など）とした、「チーム学校」「学校と地域の

連携」などが自明となっている。 

しかし、連携や協働は形式が先行し、目先の事業や書類作成に追われ、「そもそも何のために？」

と原点に立ち返った本質的な議論がされていない場合も多い。 

政策や事業を立ち返る意味でも、こうした地域の「未来」を見据えた「本質的な議論」を学校

教育、生涯学習・社会教育、家庭・地域の教育の担当者が共に議論する場の設定が必要だと思わ

れる。 

 

〇「生きづらい子ども・若者」「新規シニア」も参加できる多世代・多文化拠点化 

～公民館等の活用に関する再検討～ 

 相模原市では、これまで子どもは「楽しく、いきいき」「のびのび」「心豊かに」「健やかな

成長」を支える取組を行ってきた。また、「地域全体で子どもを見守り、育てる活動」に定評が

あり、多くの事業を行っている。 

しかし、「子どもの貧困」「学力の向上」が問われる昨今、他の自治体では先んじてこうした

取組を強化している。今後、「生きづらい子ども」には、特に学校と連携した学校外の「居場所

づくり」と「学びの場」「親以外の信頼できる大人」が必要だと思われる。 

その居場所として最もふさわしい拠点として、「公民館」等があり得る。 

その際、「信頼できる大人（地域の人）」の存在が不可欠となる。そうした「居場所（公民館

等）」に、これまで足を運ばなかった新規層＜子ども及び大人（シニア）＞＜外国人の子ども・

大人＞も気軽に足を運べる仕掛けが必要になる。 

例えば、子どもとシニアの共食、学び、健康づくり、自然体験、文化創造などが考えられ得る

が、地域のキーマン（地縁・ＮＰＯ・企業・起業マン等）と共に再考できるとよい。 

こうした多世代・多文化の交流・共創できる都市型地域社会を展望したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 36 - 
 

【生涯学習・社会教育に関する総合評価】 

 

 時代の変化に伴い多様化する学習ニーズへの対応が求められる中で、市民の誰もがいつでもど

こでも学び、気軽に活動できる生涯学習・スポーツを支える環境の充実に取り組んだ。 

 

多様化する学習ニーズに対応した機会や施設の充実に向けた事業としては、市民大学では、大

学等の高等教育機関（大学・短大・専門学校等１４校）と連携し、各校の特色を生かして３１講

座を実施した。受講者の満足度は約７５％であることから、市民の学習意欲の向上・継続につな

がっており、市民大学への期待が大きいと捉えている。 

公民館の施設整備では、相武台まちづくりセンター及び公民館の移転整備事業のほか、計画対

象とした施設の実施設計や建設に向けた工事などを着実に進め、学習環境の充実化を図った。 

博物館では、小惑星探査機「はやぶさ」帰還から７年が経ち、ブームも落ち着き、入館者数は

横ばい傾向にあるものの、各種企画展や講座・講演会、プラネタリウム観覧者数等は増加傾向に

あり、調査研究の成果や、ＰＲ活動の効果が出ていると評価している。 

 

市民主体の生涯学習・社会教育活動の支援において、公民館活動事業の実施では、学習活動の

成果を地域に還元する制度である自主企画提案事業やその他講座・学級等の開催により、学習機

会の充実に努めたが、主催事業の参加者は減少傾向にある。 

一方、「子どもの貧困」や「学力の向上」など、子どもに関する課題に対し、一部の公民館で

は、「学びの場」や「地域における人材」の確保のため、子どもの学習支援を進める団体と連携

を図り、場の提供にも取り組んでいる。 

このような団体等は、市内で無料塾や子ども食堂を展開しており、多世代による活動を意識し

た仕掛け作りについても動き出している。 

 こうしたことから、一部の公民館での新しい取組や団体の活動事例について、情報を共有し、

このような課題に対する活動を広げていくことが、今後必要である。 

 

市民のスポーツ・レクリエーション活動の支援については、｢する｣スポーツの指標である｢スポ

ーツを定期的に行う市民の割合｣は低下している。特に働き盛り・子育て世代の減少が著しく、そ

の世代がスポーツを継続できる環境の整備が必要である。 

一方、ホームタウンチームとの連携・支援により、観客動員数については増加し、スポーツを｢観

る｣｢支える｣環境が整備されてきていると評価している。 

 

 市民との協働による文化財の保存と活用については、所有者の協力により、文化財の適切な保

存・継承を行うとともに、ボランティアとの協働による魅力ある普及・活用を行い、多くの年代

の市民が気軽に文化財を学ぶ環境を提供した。 

 

市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造するため、家庭や地域の 
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教育力の向上がますます求められる中、関係者が相互に議論を深め、地域の未来を見据えた共通

の目的を見定めながら連携を強化し、形式や担当の枠にとらわれない取組の方向性について検討

していく必要がある。 
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３ 家庭・地域の教育 

 

 

 

 

 

基本方針１０ 子どもの健やかな成長を支える家庭教育力の向上を促進します。 

 【めざす姿】市民は、子育てについて学び、交流しています。 

 【主な事業】家庭教育啓発事業  

 

 【成果指標】 

＊公民館の家庭教育・子育て学習講座の参加者数＊          （単位：人） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合（％） 

４，２４３ ５，０３１ ４，５０５ ５，１００ ８８．３ 

 

＊子どもとのコミュニケーションが図られていると感じる保護者の割合＊（単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

８８．４ ８９．６ ９３．４ ９０．０ １０３．８ 

 

【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
２５ 家庭教育啓発事業 （１，３３０千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 子どもが家庭や学校、地域で子どもらしくいきいきと生きていくために、保護者や子どもに関わる大人

たちに対し、家庭教育に関する学習の機会を提供し、家庭及び地域の教育力の向上を促進する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 少しでも多くの保護者等に情報発信を行うことで、家庭の教育力向上を図る。 

・ 公民館と小・中学校、ＰＴＡとの連携による講座等の事業の更なる推進を図る。 

実施内容 

○ＰＴＡブロック協議会による事業 

・ 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会に委託し、市内１１のブロック協議会ごとに家庭教育啓発に関

する講演会等事業を実施した。参加者数、延べ１，８６５人。内容は、「子どものやる気を育てるコツ教

えます」、「今こそ育てたい、子どものコミュニケーション能力～携帯電話・ネットとの上手な付き合い方

を考える～」など。 

・ 講師紹介や事業内容等に関する相談や公民館を会場とすることなどのほか、公民館報や地域情報

誌などによる地域住民への周知を促進した。 

・ 平成２７年度からの試みとして、全ブロック共通のアンケートを作成し、参加者への意識調査を行って

いる。 

○公民館における家庭教育事業の実施 

  平成２６年度から施行した「公民館家庭教育事業委託要綱」に基づき、公民館では地域住民から公募

委員を募り、「子育て講座」などの家庭教育に係る事業を実施した。 

成果・効果 

○ＰＴＡブロック協議会による事業 

・ 地域に身近な公民館との共催または会場使用により、地域の方々にも家庭教育事業の周知ができ、

保護者と地域住民が一緒に学習する機会を作れた。 

・ 全ブロック共通のアンケート結果を踏まえ、テーマや会場等の設定など、事業実施に当たり、参考とし

た。 

 

 

基本目標 
家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教育力

を高めます 
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○公民館における家庭教育事業 

・ 公民館とブロックＰＴＡとの事業共催や、公民館事業へのＰＴＡ役員の参加等、ＰＴＡとの連携が図られ

てきた。 

・ 家庭教育支援事業の中で公開講座を実施したことにより、子育てに関する学習機会や、保護者だけ

ではなく、地域全体で子どもを支援していくことに理解が深まった。 

課題 
・ 各ブロック協議会で周知方法等を工夫し、参加者拡大に努めているが、参加者の家庭教育への理解

や関心がより深まるような魅力ある事業を展開するために、更なる内容の充実を図る必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 事業結果やアンケート結果を分析し、計画段階から助言・指導することで、より事業の目的に沿った内

容にしていくとともに、評判の良かった講師や内容について、ブロック協議会同士で情報を共有してい

く。 

・ 公民館と小・中学校、ＰＴＡとの連携による講座等の事業を更に推進していく。 

 

 

 

基本方針１１ 地域全体で子どもを見守り、育てる活動を支援します。 

 【めざす姿】市民には「地域で子どもを育てる」という意識が根付いています。 

 【主な事業】学校と地域の協働推進事業 

 

【成果指標】 

＊学校と地域の協働推進コーディネーター配置校の平均活動件数＜サブ指標＞＊ 

（単位：件） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合(%) 

  ― ３９ ４０ ４５ ８８．９ 

 

＊地域の子どもへの育成活動に参加した市民の割合＊         （単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

 １７．８ １６．１ １６．２ １９．８ ８１．８ 

 

＊地域、保護者による学校支援ボランティアを活用している小・中学校の割合＊≪再掲≫ 

（単位：％） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合 

７９．０ ９０．８  ９１．７ １００．０ ９１．７ 
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【主な個別事業の点検・評価結果】 

事業名 

（事業予算） 
２６ 学校と地域の協働推進事業 （１，２９４千円） 評価  Ｂ 

事業目的 
・ 「人間性豊かな子どもの育成」と「いきいきとした市民の活動」の実現のため、学校・地域・家庭が連携

し、学校教育と社会教育がそれぞれの機能を生かしながら協働していくための環境を整備する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 事業対象９校に配置した「学校と地域の協働推進コーディネーター」の相互の情報交換や研修会を

行い、各校の活動の充実を図る。 

実施内容 

○学校と地域の協働推進体制の構築に向け、コーディネーターを配置し、日頃の学習活動への支援を

始めとして、環境整備・安全ボランティアのコーディネート、学校と地域の連携強化及び協働推進事業

の運営など、幅広い活動を行った。 

○コーディネーターを対象とした研修会を５回実施した。 

○学校訪問により事業内容を記録し、センターだより等を活用した広報活動を実施した。 

成果・効果 

○コーディネーターが地域の人材と学校のパイプ役として活動することにより、地域の教育力の活用を

推進した。（＊１） 

○地域や学校の特性に応じた環境・安全面への支援活動に地域の方の参加協力依頼を行い、清掃ボ

ランティア等多くの地域の方の協力が得られた。（＊２） 

○コーディネーターが相互に他校の事業を見学する研修会を実施し、自らの学校の活動の向上に役立

てた。（＊３） 

＊１ 主な学校と地域との協働推進事業 

   ・内出中学校「冬の土曜学習教室」を実施するため、近隣高校へ高校生のボランティア講師の募集

を行った。全５回、延べ１３８人の３年生が参加した。 

   ・東林中学校「ＴＯＲＩＮとらいやる（職場体験事業）」、北相中学校「職場体験学習」を実施するため、

職場体験を受け入れる事業所への依頼をそれぞれ行った。 

受入事業所：東林中学校９９事業所、北相中学校１１事業所 

   ・地域の方に講師を依頼し、青野原小学校４年生の社会科「地域の神社の歴史を知る」授業等、北

相中学校では１年生の平和学習「相模湖・ダム建設の歴史を知る授業」を実施した。 

＊２ 鵜野森中学校「地域・学校清掃」には１４８人が参加、共和小学校「落ち葉掃き」には地域のお店の

スタッフ９人が参加した。 

＊３ コーディネーターが内出中学校の活動を発表した「教育研究発表会」及び鵜野森中学校の「共学

体験」に参加した。 

課題 ・ 現在のコーディネーターを活用し、配置校において継続した取組を図る必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 対象校９校において活動内容や効果の情報を共有し、現在のコーディネーターの活動の充実を図る

とともに、コーディネーター配置校での活動について、総合学習センターだより等で小・中学校へ情報

発信していく。 

 

 

 

基本方針１２ 郷土を学び、郷土に親しむ活動を促進します。 

 【めざす姿】市民は、郷土相模原の歴史や文化に親しんでいます。 

 【主な事業】文化財の保存・活用促進事業  

  

【成果指標】 

＊古民家園及び史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館（旧石器ハテナ館）の入館者数＊ 

（単位：人） 

平成２０年度 

（教育振興計画作成時） 
２７年度 ２８年度 

目標値 

（３１年度） 

目標値に占める 

現状値の割合(%) 

38,795 62,403 63,882 110,000 ５８．１ 
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【主な個別事業 文化財の保存・活用促進事業（２４の再掲）】 

事業名 

（事業予算） 
２７ 文化財の保存・活用促進事業 （１０９，００３千円） 評価  Ｂ 

事業目的 

・ 市民が文化財を通して地域の歴史と文化を学び、郷土に対する愛着と誇りを育むため、市民との協働

により、文化財を保護管理するとともに、文化財の公開や体験学習等の普及事業により、市民が文化

財を学び親しむ機会を提供する。 

平成２８年度

の目標・計画 

・ 文化財指定・登録件数を３件程度増やすとともに、津久井城跡の発掘調査や既存文化財の普及活用

について市民ボランティア等と協働した事業を継続する。また、１１月初旬の全国文化財保護強調週

間に合わせ、多くの市民が気軽に文化財に親しむ環境づくりを行う。 

実施内容 

○平成２７年度末に文化財保護審議会答申を受けた有形文化財４件を指定告示した。 

○新たに有形文化財２件を選定し、所有者同意交渉や文化財保護審議会による調査を実施した。 

○所管する古民家園や史跡勝坂遺跡公園、史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館等の各施設では、

毎月イベント等を実施し、その他文化財展、民俗芸能大会などの事業を行った。 

○文化庁指導に基づき、史跡川尻石器時代遺跡の保存整備に向けた総括調査報告書を作成した。 

○市指定・登録文化財の経常的な維持管理に対する支援策として所有者等へ奨励金を交付した。 

○文化財調査・普及員の自主企画事業として「遺跡の古環境講演会」「麻溝地区文化財探訪」を実施し

た。 

成果・効果 

○新たに指定文化財４件を加えたことにより、指定・登録総数を１７５件に増やし、着実に貴重な文化財

の保護に努めた。 

○個々の普及事業の内容を充実させ、市民が文化財に親しむ機会を展開した。 

○史跡川尻石器時代遺跡の総括調査報告書の刊行により文化庁が指導する基礎条件を整え、基本計

画の見直し作業を進めた。 

○文化財への興味や関心を広めるため、ボランティアが主体的に文化財の調査・普及に関わり、また、

文化財調査・普及員が市民目線を生かした活動を行った。 

＊各施設の入場者  延べ９０，３６４人（延べ７３，７６６人）     ※（  ）は平成２７年度実績 

＊各施設の普及事業の参加者数  延べ１０，３５６人（延べ４，６３５人） 

＊民俗芸能大会の入場者数  ３８５人（４００人） 

＊文化財展の入場者数  ２０２人（３１８人） 

＊文化財調査・普及員の普及事業参加者数  延べ７１８人（延べ６６９人） 

課題 
・ 文化財の特性でもある長期経年劣化に対し、状況に応じた的確な保存・継承の支援が必要である。 

・ 市民が気軽に参加できる魅力ある普及事業の企画運営と情報発信策の向上を検討する必要がある。 

今後の 

方向性 

・ 文化財のより適切な保存・活用を進めるため、マスタープラン「歴史文化基本構想」の策定に向けた調

査・研究を行う。 

・ 文化財の積極的な利活用に向け、庁内各課や関係機関等へ働きかけを進める。 
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【家庭・地域の教育に関する学識経験者の意見】 

神奈川大学 人間科学部准教授 齊藤 ゆか 氏 

 

〇学校と地域が連携した人材育成づくり  

～ステークホルダーとの連携～ 

 学校と地域の連携した授業・事業は、ますます増えていくであろう。その一つとして、職業体

験や自然体験が記入され、これまでの蓄積や成果は大きい。 

しかし、「休日に勤務する教職員の負担が大きい」との記載は学校の現実もある。 

そのため、学校と地域を連携させる教職員以外の存在が必要となる。 

例えば、かつて相模原市には社会教育主事取得者は多いと言われてきたところだが、今後はそ

うした専門職（行政）を生かしつつ、また地域のお節介なつなぎ役（市民）となる人材養成の強

化が求められる。 

また、その際ステークホルダー（地縁組織、ボランティア、ＮＰＯ、企業等）との関係の強化

が求められる。 

さらには、学校と地域連携の意味を確実なものにするための評価の開発は今後の課題としたい。 

 

〇若い大人・若いシニアにとって「社会貢献がかっこいい」地域へ 

～地域の担い手の高齢化・固定化解消に向けて～ 

 相模原市は、他の自治体に比べ、市民による地域課題解決の力を十分発揮してきた。 

しかし、昨今は働く女性、ひとり親家庭も増え、公民館等における地域の担い手が高齢化・固

定化していることが指摘されている。 

今後、働く女性の増加によって、ますます地域担い手不足は現実化し、深刻になるであろう。 

しかし、皆が地域に関わりを持ちたくないわけではない。世論調査によれば、地域貢献したい

ニーズは７割程度もある。 

 つまり、地域貢献のニーズはあるが、必ずしも行動を伴うものではない。 

したがって、そうした若手の人材を巻き込む面白い企画、気軽に参加できる企画、個々人にメ

リットのある企画をもっと打ち出し、「社会貢献がかっこいい」と思える地域を目指したい。 
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【家庭・地域の教育に関する総合評価】 

 

家庭や地域の教育力を向上させるためのそれぞれの事業は一定の成果を上げている。 

家庭教育啓発事業では、保護者などを対象に、１１公民館の主催事業や小中学校ＰＴＡ連絡協

議会の１１ブロック協議会への委託事業を実施したことにより、参加者の家庭教育への関心が高

まったと同時に、地域全体で子どもを見守り、支援していくことへの理解が深まった。 

今後は更に地域の教育力向上に向けて、多くの人が気軽に参加できるよう、幅広い年齢層へ情

報を発信し、将来にわたり子どもを見守り、支援していくための仕組みづくりについて検討する

必要がある。 

学校と地域の協働推進事業では、９校に配置したコーディネーターが学校と地域をつなぎ、学

習活動の充実を図る様々な取組を行った。 

今後は配置校での取組を市内で共有できるよう情報発信に努めていく。 

 

 また、文化財の保存・活用促進事業では、古民家園及び旧石器ハテナ館の入館者目標値に対す

る現状値は、増加しているものの未だ開きがあるが、その他の文化財施設入館者も含めると９万

人を超えている。 

今後も親しみのある普及事業等を通じて、郷土の理解を進める情報発信を継続していく。 

 

子どもたちが家庭や地域への愛着を育くみながら健やかに成長するためだけに留まらず、近年

社会問題となっている教職員の負担を軽減する意味でも、家庭や地域の教育力の向上がますます

求められている。 

関係各課・機関や学校、地域の団体・住民が相互に議論を深め、地域の未来を見据えた共通の

目的を見定めながら連携を強化し、垣根を越えた取組の方向性について検討していく必要がある。 
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Ⅵ 相模原市教育振興計画 主な施策の取組状況 

 

Ⅴに示した個別事業のほか、相模原市教育振興計画に掲げる主な施策ごとに、具体的な事業・

取組の状況を示します。 

なお、「主な施策と事業」の事業名については、最新の事業の実施状況等を踏まえたものとし

ております。「主な取組状況等」に示す実績については、原則、平成２８年度のものを掲載して

います。 

 

＜学校教育＞ 

◆基本目標◆ 

広く世界に目を向け、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します 

 

 基基本本方方針針１１  社社会会のの変変化化をを踏踏ままええ、、生生ききるる力力をを育育むむ学学校校教教育育をを推推進進ししまますす。。  

主な施策と事業 主な取組状況等 

①幼稚園教育の促進 

 ＊私立幼稚園就園奨励補助 

 ＊認定こども園運営費等補助 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜他部門において推進＞ 

②就学前教育と小学校の連携 

 ＊幼・保・小連携推進事業 

 

＊連携教育実践協力校にて研究（各区１校） 

③少人数指導・少人数学級等の推進 

 ＊少人数指導等支援事業 

 

 

＊＜１１ページ参照＞ 

 

④確かな学力の向上への取組 

 ＊学校教育研究事業 

 ＊教育課程研究会の実施 

 

  

＊指導主事による学校訪問 

 

＊＜１２ページ参照＞ 

＊教育課程研究会の実施 

（平成２８年８月１日～２日 

参加者１，６５３人） 

＊計画訪問の実施、学校運営に関する指導・助言 

（幼稚園１園 小学校１７校 中学校１１校） 

⑤子どもを主体にした教育活動の推進 

 ＊中学校部活動技術指導者派遣事業 

 ＊中学校課外活動助成事業 

 

 ＊部活動技術指導者研修会 

 

＊中学校３３校へ延べ２，８５０人を派遣 

＊全中学校における課外活動への助成を実施 

（対象生徒１４,１４９人） 

＊研修会の実施 

（２回実施 参加者４８人） 

⑥情報教育の推進 

 ＊マイＩＣＴブックの改訂 

  

＊イントラネット教材の充実 

 

＊情報モラルハンドブックを配布し、道徳での活用推

進 

＊学習用ソフトやタブレットＰＣを活用した、協働的

な学習を展開 

⑦体験学習の推進 

 ＊体験学習推進事業 

 ＊音楽鑑賞会、演劇教室の開催 

 

＊＜１０ページ参照＞ 

＊音楽鑑賞会（平成２８年６月７日～９日 対象：全

小学校５年生）、演劇鑑賞会（平成２８年５月１８日、

１９日 対象：全中学校１年生）の実施 

⑧体系的なキャリア教育の充実 

 ＊中学生職場体験の実施 

 

＊市内職場体験実施校３７校へ賠償責任保険料等の支

援を実施 

＊長期職場体験実施校１５校へ受入事業所の紹介等の

支援を実施 

＊事業所向けガイドブックの作成 

 



- 45 - 
 

⑨学校体育や保健指導、食育の推進 

 ＊体育科準教科書の発行 

 ＊性教育の手引きの改訂 

 

 

 

＊食育推進事業 

 

＊「さがみっ子の体育」を発行し、小学生に配付 

＊家庭向けの性教育読本を小学校４年生保護者に配

付、小学校１年生保護者に配付するダイジェスト版

を作成 

＊「性に関する指導の手引き 実践編」を配信 

＊相模原市小・中学校食育担当者会を１回実施 

＊相模原市食育推進プロジェクト会議を６回実施 

＊相模原市小・中学校食育担当者ネットワークグルー

プ協議会を３回実施 

⑩伝統文化の学習・継承の推進 

 ＊伝統文化の体験学習 

 

＊相模川ビレッジ若あゆやふじの体験の森やませみに

おいて、竹細工やうどん作りなどを実施 

⑪郷土を学ぶ活動の推進 

 ＊市内めぐりの実施 

 ＊小・中学校社会科副読本の発行 

 

＊全小学校で実施 

＊小学３年生、中学１年生に配付する副読本を発行 

⑫国際教育の推進 

 ＊外国人英語指導助手（ＡＬＴ）活用事業 

 ＊夏休み児童英会話教室の実施 

 ＊授業改善研究モデル校（外国語活動）の委託 

 ＊海外帰国児童及び外国人児童生徒教育推進事業 

 

＊全小・中学校及び市立幼稚園に配置 

＊希望する小学校に対してＡＬＴを配置 

＊小学校２校に研究委託 

＊海外生活経験のある児童・生徒の体験等を日常の教

育活動に生かす 

⑬人権教育の推進 

 ＊人権・福祉教育推進事業 

 

＊学校安全教育推進事業 

 

＊人権・福祉教育推進事業の委託（小・中学校各１校） 

＊人権移動教室の実施（小学校５校、中学校３校） 

＊一部の小・中学校において、これまでのＣＡＰワー

クショップに替え、本市独自の防犯・安全プログラ

ム「安全教室」の活用による学校安全教育を実施 

⑭児童・生徒指導の充実 

 ＊小・中連携教育推進事業 

 ＊児童・生徒指導研修講座 

 ＊児童・生徒健全育成事業 

 ＊児童支援体制強化事業 

 

＊＜１０ページ参照＞ 

＊研修講座を２回実施（受講者延べ１９２人） 

＊＜１２ページ参照＞ 

＊児童支援専任教諭の配置（小学校３６校） 

＊児童・生徒が主体となったいじめ防止フォーラムの

開催 

⑮学びの連続性を大切にした教育の推進 

 ＊小・中連携教育推進事業 

 ＊幼・保・小連携推進事業 

 

＊＜１０ページ参照＞ 

＊連携教育実践協力校にて研究（各区１校） 

 
基基本本方方針針２２  支支援援をを必必要要ととすするる子子どどもも一一人人ひひととりりのの教教育育的的ニニーーズズにに応応じじたた取取組組みみをを充充実実ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①統合保育の促進 

 ＊私立幼稚園支援保育事業補助 

 

＊＜他部門において実施＞ 

②校内支援体制の構築 

 ＊特別支援教育推進事業 

 ＊介助員の配置 

 

 ＊支援教育ネットワークの整備 

 

＊＜１５ページ参照＞ 

＊臨時介助員を８５校（小学校５６校、中学校２９校）

に配置 

＊相模原市支援教育ネットワーク協議会の開催 

③地域、専門機関等との連携の推進 

 ＊支援教育ネットワークの整備 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊相模原市支援教育ネットワーク協議会の開催 

＊＜１４ページ参照＞ 

④外国人の子ども等への対応の充実 

 ＊日本語巡回指導講師派遣 

 ＊日本語指導等協力者派遣 

 

＊日本語巡回指導講師の派遣（２，６８３回） 

＊日本語指導等協力者の派遣（１，０２３回） 

⑤教職員研修の充実 

 ＊支援教育コーディネーター担当者研修講座 

 ＊特別支援学級担任等研修講座 

＊支援教育コーディネーター新担当者研修講座の実施 

 （３回 受講者延べ１０８人） 

＊支援教育コーディネーター研修講座の実施 

 （１回 受講者１０９人） 
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＊特別支援学級新担任者研修講座の実施 

（５回 受講者延べ２７１人） 

＊特別支援教育担当者研修講座の実施の実施 

（１回 受講者延べ９５人） 

＊特別支援教育スキルアップ研修講座の実施 

（７回 受講者延べ１８３人） 

⑥青少年・教育相談の充実 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

⑦相談指導教室の充実 

 ＊相談指導教室事業 

 

＊市内９教室を運営 

⑧支援を必要とする子どもの安全への取組みの充実 

 ＊通学時における送迎支援の検討 

 

＊通学時の送迎サービス一覧の周知 

⑨いじめ、不登校や非行等への対応の充実 

 ＊児童・生徒健全育成事業 

 

＊＜１２ページ参照＞ 

⑩不登校児童・生徒等に対する通学区域の弾力化等の研究 

 ＊フリースクール等との連携事業の実施 

 

＊相談会の開催、施設見学等 

⑪学校間の交流・連携の推進 

 ＊小・中連携教育推進事業 

 ＊幼・保・小連携推進事業 

 

＊＜１０ページ参照＞ 

＊連携教育実践協力校にて研究（各区１校） 

＊中学校区小学校区をもとに連携する学校と園を示し

た「幼・保・小連携表」活用の推進 
  

基基本本方方針針３３  学学校校教教育育のの充充実実にに向向けけたた人人材材のの確確保保とと育育成成をを進進めめまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①人材確保・育成の推進 

＊さがみ風っ子教師塾の運営 

 

  

 

 

 

 

 

＊人材確保のための大学訪問 

 

＊チャレンジコース 

開講期間 平成２８年１０月～平成２９年３月  

（全１６回） 

受講生  ５９人（教員志望の学生等） 

＊スキルアップコース 

開講期間 平成２８年８月～平成２９年３月  

（全１０回） 

受講生  ９人（正規教員） 

＊８１回訪問 説明会に８８６人の学生が参加 

②教職員研究・研修の充実 

 ＊教職員研修事業 

 ＊教育研究発表会の開催 

 ＊「さがみはら教育」の発行 

 

 

＊教育研究員研究の推進 

＊教育実践研究論文の募集と公表 

 

＊＜１７ページ参照＞ 

＊教育研究発表会の実施（平成２８年８月２３日） 

＊第１６１号 アクティブ・ラーニングを探る 

～資質・能力をはぐくむ授業づくり～ 

（平成２８年１２月発行） 

＊５つのテーマで研究を実施 

＊教育研究集録の発行（平成２８年６月） 

③校内研究・研修の充実 

 ＊私立幼稚園幼児教育調査・研究補助 

 ＊学校教育研究事業 

 ＊校内研修支援研修講座の実施 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜１２ページ参照＞ 

＊校内研修支援研修講座を実施 

④授業支援のための人員の配置 

 ＊外国人英語指導助手活用事業 

 ＊図書整理員の配置 

 ＊観察実験アシスタントの配置 

 

＊全小・中学校に配置 

＊小学校７１校、中学校３６校に配置 

＊小学校３・４・５・６学年に配置 

⑤学校や教職員への支援の充実 

 ＊教育実践相談・学校経営相談の実施 

 

＊指導主事等による指導・助言の実施 

⑥地域人材活用の推進 

 ＊学校支援ボランティアの研修・育成 

 

＊支援教育ボランティアの研修・育成 

 

 ＊学校と地域の協働推進事業 

＊地域教育力活用事業 

 

＊学校支援ボランティア入門・実践講座開催 

（参加者８人） 

＊支援教育ボランティア養成研修講座開催 

（５回シリーズ、参加者延べ１６３人） 

＊＜４０ページ参照＞ 

＊＜２１ページ参照＞ 
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基基本本方方針針４４  子子どどもものの学学びびをを支支ええるる学学校校教教育育環環境境をを整整備備・・充充実実ししまますす。。  

主な施策と事業 主な取組状況等 

①安全で快適な施設・設備の整備 

 ＊学校施設の整備・改修 

 ＊学校のバリアフリー化の推進 

 ＊市立小・中学校空調設備設置事業 

 

＊＜１９ページ参照＞ 

＊スロープの設置（１校） 

＊＜２０ページ参照＞ 

②多様な教育への対応 

＊少人数指導等支援事業 

 ＊特別支援教育推進事業 

 ＊教室の整備・確保 

 

＊＜１１ページ参照＞ 

＊＜１５ページ参照＞ 

＊特別支援学級の新たな開設（１校） 

③子どもの安全対策の充実 

 ＊学校安全活動団体支援事業 

 ＊学童通学安全指導員の配置 

 ＊情報安全モラル教育の啓発 

 

 

 

 ＊防災教育推進事業 

 

＊見守り活動団体に対して助成（５１団体） 

＊学童通学安全指導員を１０９箇所に配置 

＊ネットパトロールだよりを毎月発行し、学校への配

付及びホームページへの掲載 

＊まちかど講座による保護者・地域への啓発活動を 

１５回実施(参加者１，４６４人） 

＊防災教育研究推進校にて研究（小学校１校、中学校

１校） 

④情報活用環境及び機器の整備 

 ＊校内ネットワーク環境の整備 

  

＊学校間ネットワークの管理・運用 

  

＊小・中学校コンピュータ教室の再整備 

 

＊校内ＬＡＮを活用し、教室内の無線ＬＡＮ環境を整

備 

＊校務支援システムの運用 

＊ＰＣ教室再整備（中学校３校） 

＊タブレットＰＣ導入に向けたモデル校事業の最終取

りまとめ 

⑤学校給食の充実 

 ＊小学校給食室の整備 

＊中学校完全給食推進事業 

 

＊宮上小学校給食室整備（平成２８年７月完成） 

＊３０校で実施 

＊汁物提供開始（平成２９年１月から） 

⑥体験学習施設の整備・充実 

 ＊体験学習推進事業 

 

＊＜１０ページ参照＞ 

⑦学校の通学区域等の検討 

 ＊通学区域の見直し、統廃合の検討 

 

＊相模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方に

関する基本方針の策定 

  

基基本本方方針針５５  地地域域にに根根ざざししたた特特色色ああるる学学校校運運営営ををめめざざししまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①開かれた学校づくりの推進 

 ＊学校ホームページの充実 

 

＊ホームページ作成に係る相談・助言 

②学校評価の推進 

 ＊学校評価システムの検証・改善 

 ＊公立学校要覧のホームページ掲示 

 ＊学校ホームページの充実 

 

＊学校改善支援システム「かがやき」研究会を実施 

＊小・中学校分をホームページに掲載 

＊ホームページ作成に係る相談・助言 

③地域教育資源の活用 

 ＊地域教育力活用事業 

 ＊学校評議員制度 

 ＊学校支援ボランティアの活用 

 

＊＜２１ページ参照＞ 

＊全小・中学校で学校評議員を委嘱 

＊小学校７０校、中学校３０校で活用 

④施設開放と学社連携の推進 

 ＊学校開放運営委員会の設置・運営 

 

＊小学校５５校、中学校２７校で運営 

⑤学校運営の弾力化等の研究 

 ＊学校教育研究事業 

 

＊＜１２ページ参照＞ 
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＜生涯学習・社会教育＞ 

◆基本目標◆ 

市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します 

 

基基本本方方針針６６  多多様様化化すするる学学習習ニニーーズズにに対対応応ししたた生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育のの機機会会やや施施設設をを充充実実ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①多様な学習ニーズへの対応 

 ＊各種学級・講座の実施 

 ＊市民大学等実施事業 

 

＊＜３０ページ参照＞ 

＊＜２７ページ参照＞ 

②人権、国際理解、平和に関する学習機会の充実 

 ＊人権講演会の開催 

 

＊人権講演会の実施 

（平成２８年１１月２日 参加者１７６人） 

③施設の特色を生かした学習機会づくり 

 ＊学習施設・設備の提供 

 

 ＊図書館サービスの充実 

 

  

 

＊宇宙教育普及事業 

 

＊３２公民館で学習の場を提供 

（施設利用率５９．１％） 

＊図書資料貸出者数 延べ８２８，２９２人 

＊学校支援図書セットの配送による貸出し（１７校 

４６回） 

＊雑誌スポンサー制度の開始（３０社５１誌） 

＊＜２９ページ参照＞ 

④生涯学習・社会教育関連施設の計画的な整備 

 ＊公民館の計画的な改修 

 ＊図書館整備・機能充実の検討 

 

＊＜２７ページ参照＞ 

＊図書館の管理運営検討委員会の開催（３回） 

⑤企業・学校等の施設活用の促進 

 ＊生涯学習ルームの運営 

 

＊小・中学校６校１１教室で運営、計１，６４３団体

が利用 

⑥市民主体の施設運営の推進 

 ＊公民館運営協議会活動支援 

 ＊まちづくりセンターとの連携 

 

＊公民館運営協議会活動に助成（２７地区３２公民館） 

＊地区体育祭とふるさとまつりを同時開催 

⑦生涯学習・社会教育関連施設等のネットワーク化の推進 

 ＊生涯学習情報システムによる情報提供 

 ＊図書館ネットワークの推進 

 

＊「生涯学習のとびら」等ホームページでの情報提供 

＊国立国会図書館デジタル化資料送信サービス 

(１５４件) 
  

基基本本方方針針７７  市市民民主主体体のの生生涯涯学学習習・・社社会会教教育育活活動動をを支支援援ししまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①相談体制の拡充 

 ＊生涯学習相談の実施 

 

＊生涯学習推進員の配置(１８人) 

＊公民館活動推進員等の配置(８１人) 

②体験・交流活動の促進 

 ＊公民館青少年事業等の開催 

 

＊２８公民館で計２１７事業を実施 

③循環型の学習活動の仕組みづくり 

 ＊公民館のつどい等の開催 

  

 

＊市民主体の講座の実施 

 

＊公民館のつどい（参加者９１人） 

＊女性学級・成人学級情報交換会（参加者６７人） 

＊高齢者学級研究集会（参加者１５２人） 

＊市民講座支援事業の実施 

④多様な機関との連携 

 ＊市民大学等実施事業 

 ＊生涯学習まちかど講座の実施 

 ＊研究機関等公開講座 

 

＊＜２７ページ参照＞ 

＊１１１講座を開催（受講者５，８７９人） 

＊４講座を実施（受講者２１９人） 

⑤学習成果の活用の仕組みづくり 

 ＊公民館まつり等の実施 

 ＊公民館報の発行等 

 

＊３２公民館で実施 

＊２４公民館・３公民館運営協議会で発行（年４～６

回） 
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⑥指導者等の養成 

 ＊地域活動のリーダーやコーディネーター等の養成講

座等の実施 

 

＊学校と地域の協働推進コーディネーター研修会の実

施（５回） 

⑦地域の学習支援ネットワークの形成 

 ＊学校と地域の協働推進事業 

 

＊＜４０ページ参照＞ 

⑧市民と行政による協働事業の推進 

 ＊まちづくりセンターとの連携 

 

＊地区体育祭とふるさとまつりを同時開催 

 
基基本本方方針針８８  ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン活活動動をを支支援援しし、、施施設設をを充充実実ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①市民のスポーツ・レクリエーション機会の充実 

 ＊スポーツ・レクリエーション推進事業 

 

 

＊スポーツ推進委員、指定管理者によるスポーツの普

及・啓発 

＊地域、企業などの自主的なスポーツ活動との連携 

 

＊スポーツ教室に助成（１事業４０，０００円以内） 

＊ファミリーバドミントン講習会を実施 

（参加者５０人） 

＊スポーツ推進委員 ２７地区に計２５３人配置（定

数） 

＊スポーツネットワーク中学生セミナーを実施 

（平成２９年３月４日 参加者９０人） 

②総合型地域スポーツクラブの育成支援 

 ＊総合型地域スポーツクラブ推進事業 

 

＊＜３２ページ参照＞ 

③健康づくり活動等との連携 

 ＊保健福祉分野と連携した市民ウォーキング大会等 

高齢者・障害者へのスポーツ普及・支援 

 ＊イベント開催時の啓発事業 

 

＊健幸ポイント事業との連携 

 ファミリーバドミントン講習会等 

＊さがみはらスポーツフェスティバルの開催 

（平成２８年１０月１０日 参加者５，５００人） 

④スポーツ活動団体等への支援 

 ＊地域の企業スポーツやトップアスリートへの支援に

よるスポーツのまちづくり事業 

 

  

 

＊青少年へのスポーツ普及・支援 

 ＊市体育協会などの専門性の高い競技団体への支援 

 

＊ホームタウンチームと連携した６４事業を実施 

＊教育委員会事務局職員や市役所案内業務従事者がホ

ームタウンチームのＴシャツ等を着用して勤務する

「ホームタウンチーム応援デー」を実施 

ホームタウンチームＰＲポスターの作製 

＊相模原市スポーツ少年団への助成 

＊公益財団法人相模原市体育協会及び同協会に加盟す

る３３団体に助成 

⑤指導者の派遣の充実 

 ＊指導者の把握と派遣制度の検討 

 

 ＊指導者の育成のための取組 

 ＊地域のスポーツ指導者と学校運動部活動との連携 

 

＊神奈川県体育センターで登録・紹介している制度を

活用 

＊指導者養成のための助成 

＊中学校部活動技術指導者派遣事業を実施 

⑥スポーツ活動・施設の広報活動の充実 

 ＊スポーツの活性化を促進するための情報提供の充実 

 

 

 

＊「観るスポーツ」等の機会を活用したＰＲ活動 

 

＊市役所本庁舎や駅に横断幕を設置  

 青山学院大学 大学３大駅伝制覇及び東京箱根間往

復駅伝競走大会三連覇横断幕 

ホームタウンチーム応援幕 

＊相模原クロスカントリー大会の開催 

 ゲストランナーによるトークショーの実施 

大会に係る特別番組を県内ケーブルテレビで放送

（平成２９年３月１１日 出場者４７０人） 

⑦既存施設の活用 

 ＊学校体育施設等開放事業 

 ＊地域、学校、企業等との連携によるスポーツ施設の有

効活用 

 

＊小学校７２校、中学校３７校で実施 

＊青山学院大学と連携し、キャンパス内のアリーナに

おいて、中学生向けのスポーツセミナーを実施 

(参加者９０人) 

⑧スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実 

＊相模原麻溝公園競技場の施設整備事業 

 

＊横山公園陸上競技場再整備事業 

 

＊相模原ギオンスポーツスクエアの整備が完了 

（平成２９年６月から供用開始） 

＊横山公園人工芝グラウンドの整備が完了 

（平成２９年４月から供用開始） 
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基基本本方方針針９９  市市民民ととのの協協働働にによよるる文文化化財財のの保保存存とと活活用用をを進進めめまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①文化財の保存の推進 

 ＊文化財の指定・登録 

 ＊埋蔵文化財の開発調整 

 

＊＜３４ページ参照＞ 

＊土地開発時の試掘調査等の指導（６１件） 

②民俗芸能の継承者の育成 

 ＊民俗芸能大会への支援 

 

＊民俗芸能大会への支援 

（平成２９年３月５日開催 来場者３８５人） 

③文化財の調査研究と情報発信の充実 

 ＊文化財調査・普及員の育成 

 ＊津久井城跡城坂曲輪群の市民協働調査 

 

＊文化財普及活動へのボランティアの参加 

（参加者７１８人） 

＊調査研修及び発掘調査（参加者２５６人） 

④学習機会の充実 

 ＊史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館事業 

 ＊古民家園文化財普及事業 

 ＊史跡勝坂遺跡公園活用事業 

 ＊文化財めぐりの推進 

 

＊＜３４ページ参照＞ 

＊＜３４ページ参照＞ 

＊＜３４ページ参照＞ 

＊文化財めぐりの実施（２回 参加者５３人） 

⑤博物館ネットワークの構築 

 ＊ＮＰＯ等との連携による事業実施 

 

＊ＮＰＯ等と協働して、吉野宿ふじや、尾崎咢堂記念

館を利用した活性化事業を実施 

⑥文化財関連施設の整備・充実 

 ＊勝坂遺跡保存整備事業  

＊川尻石器時代遺跡保存整備事業 

＊小原宿本陣保存整備事業  

＊文化財建造物保存・活用事業 

 

＊公園下段部の史跡追加指定に係る関係機関協議 

＊国史跡指定地に係る総括調査報告書の刊行 

＊保存整備に伴う復原年代等の検討継続 

＊旧笹野家住宅保存活用に伴うワークショップ実施 

 
 
＜家庭・地域の教育＞ 

◆基本目標◆ 

家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教育力を

高めます 

 

基基本本方方針針１１００  子子どどもものの健健ややかかなな成成長長をを支支ええるる家家庭庭教教育育力力のの向向上上をを促促進進ししまますす。。 
主な施策と事業 主な取組状況等 

①親子のふれあいの充実 

 ＊家庭教育啓発事業 

＊若あゆ食農体験デーの実施 

 

 ＊やませみ自然体験スクールの実施 

 

 

＊＜３８ページ参照＞ 

＊若あゆ食農体験デーの実施 

 （全４回 参加者各回１００人程度） 

＊やませみ自然体験スクールの実施 

（全５回 参加者各回４０人程度） 

②学習機会や情報提供の充実 

 ＊子育てガイドの発行 

 ＊子育て学習講座の実施 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊１９公民館で１１０講座を実施 

③相談体制の充実 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊＜１４ページ参照＞ 

④子育て支援の充実 

 ＊ふれあい親子サロン 

 ＊私立幼稚園預かり保育事業の促進 

 ＊児童・生徒就学費援助 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜他部門において推進＞ 

＊児童４，８０４人、生徒２，７４４人の保護者に対

して就学経費を援助 

 



- 51 - 
 

⑤地域に開かれた幼稚園づくりの促進 

 ＊私立幼稚園地域子育て支援推進事業補助 

 

＊＜他部門において推進＞ 

⑥家庭教育や子育てへの支援 

 ＊地域子育て支援事業委託 

 ＊青少年・教育相談事業 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜１４ページ参照＞ 

 
基基本本方方針針１１１１  地地域域全全体体でで子子どどももをを見見守守りり、、育育ててるる活活動動をを支支援援ししまますす。。 

主な施策と事業 主な取組状況等 

①地域力の活用 

 ＊学校と地域の協働推進事業 

 ＊学校安全活動団体支援事業 

 

＊＜４０ページ参照＞ 

＊見守り活動団体に助成（５１団体） 

②子どもの居場所づくりの充実 

 ＊放課後子どもプラン推進事業 

 ＊こどもセンターの運営 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊＜他部門において推進＞ 

③指導者等の養成 

 ＊青少年指導員活動の推進 

 ＊学校支援ボランティアの研修・育成 

 

＊＜他部門において推進＞ 

＊学校支援ボランティア入門・実践講座開催 

（参加者８人） 

④青少年活動の推進 

＊子どもまつり等公民館青少年事業の開催 

 

＊２７公民館で子どもまつり等を実施 

 
基基本本方方針針１１２２  郷郷土土をを学学びび、、郷郷土土にに親親ししむむ活活動動をを促促進進ししまますす。。  

主な施策と事業 主な取組状況等 

①体験・学習機会の充実 

 ＊体験学習推進事業 

 ＊文化財めぐりの推進 

 ＊史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館事業 

 ＊古民家園文化財普及事業 

 

＊＜１０ページ参照＞ 

＊文化財めぐりの実施（２回 参加者５３人） 

＊＜３４ページ参照＞ 

＊＜３４ページ参照＞ 

②地域文化の振興 

 ＊文化財研究協議会への支援 

 ＊民俗芸能保存協会への支援 

 

＊文化財研究協議会に助成 

＊民俗芸能保存協会に助成 

③情報発信の充実 

 ＊文化財展への支援 

 

＊文化財展の開催（平成２９年２月１８・１９日） 
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Ⅶ 教育委員・教育委員会の活動状況 

 
教育行政については、地教行法により教育委員会の職務権限が規定され、その運営は同法に

基づき選任される教育委員の合議によって行われています。 

平成２７年４月に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律（平成２６年法律第７６号）において、教育委員会制度が改革されたことを受け、本市で

は、平成２８年１０月１日より新教育委員会制度に移行し、教育委員長と教育長を一本化した

新教育長が議会の同意を経て市長により任命され、平成２８年度は、４人の教育委員ととも教

育行政を担っています。 

ここでは、平成２８年度における教育委員・教育委員会の活動状況について報告します。 

≪教育委員会≫                  （平成2９年3月31日現在） 

職  名 氏  名 任      期 

教 育 長 野 村 謙 一 自 平28．10．1 至 平31．9．30 

教育長職務代理者 永 井   博 自 平26．10．1 至 平30．9．30 

委      員 

福 田 須美子 自 平25．10．1 至 平29．9．30 

大 山 宜 秀 自 平27．10．1 至 平31．9．30 

永 井 廣 子 自 平28．10．1 至 平32．9．30 

 
１ 教育委員会の会議の状況 

 
  教育委員会の会議は、原則として毎月開催する定例会のほか、臨時会を７回開催し、 

平成２８年度は合計で１９回開催しました。 

（回）  

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

定例会 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

臨時会 - - - - - 1 - 1 1 - 2 2 7 

 
  会議では、教育委員会の職務権限に属する事務に係る議案（合計７０件）について審議しま

した。また、審議案件のほか、報告事項（１７件）についても取り扱いました。 

 

事項 条 例 規 則 訓 令 人 事 予 算 その他 

件数 9 10 0 26 4 21 

 
  会議は原則公開で行い、平成２８年度の傍聴者数は３１人となっています。会議録について

は、行政資料コーナーや市ホームページで公開しています。 

また、会議のほかに、教育委員会事務局各課・機関の取組などを協議する協議会を随時実施

しています。 
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２ 教育委員の活動状況 

 

教育委員は会議への出席のほかに、協議を深め、課題を整理する場としての協議会、市長と

教育委員会が相互に連携を図り、より一層民意を反映した教育行政を推進していくための総合

教育会議、直面する行政課題や将来展望を論ずるための研修会、学校を始めとする教育機関の

視察や各種式典、行事等への参加を中心に活動しました。 

 

【総合教育会議】 

 ○第１回総合教育会議（5/26） 

 ○第２回総合教育会議（10/28） 

 

【視察関係】 

○若あゆ20周年食農体験デー（6/4 他） 

 ○教育機関等の視察（8/26 他） 
     JAXA相模原キャンパス、博物館、 

     放課後児童クラブ（清新こどもセンター） 

○小中学校視察（4/4 他） 

○研究委託校研究発表会（10/7～2/10） 
   津久井中央小学校・相原小学校・淵野辺 

東小学校・光が丘小学校・大沢小学校・ 

清新小学校・田名小学校・若草小学校・ 

桜台小学校・緑台小学校・鶴園小学校・ 

上鶴間小学校・緑が丘中学校・大野小学 

校・並木小学校・北相中学校 

 

【式典関係】 

○小中学校入学式・卒業式・周年記念式典等（随時）  

 ○教職員辞令交付式（4/1・3/31） 

 ○相武台まちづくりセンター・公民館改修落成記念 

開所式（9/19） 

○横山公園人工芝グラウンドオープニング 

セレモニー（3/29）  他 

 

【協議会等関係】 

○神奈川県教育委員会連合会総会（4/11） 

 ○市国際化推進委員会総会・役員会（4/26 他） 

○指定都市教育委員・教育長協議会（5/31） 

○市米軍基地返還促進等市民協議会（7/14 他）他 

  

【その他行事】 

 ○市小・中学校教育課程研究会（8/1～8/2） 

 ○市教育研究発表大会（8/23） 

 ○全国公民館研究集会神奈川大会（8/25） 

 ○関東甲信越静公民館研究大会（8/25） 

○さがみ風っ子展開催セレモニー（10/23） 

○いじめ防止フォーラム（11/12） 

○神奈川県市町村教育委員会連合会研修会（11/17） 

○市ＰＴＡ研究集会（2/25）       他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【相武台まちづくりセンター・公民館の視察の様子】 

【火災が発生した青根小学校の視察の様子】 

【JAXA相模原キャンパスの視察の様子】 
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Ⅷ 参考資料 

 

参考資料１ 

 

平成２９年度 相模原市教育委員会点検・評価実施要領 

 

１ 目的 

相模原市教育委員会の点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和

３１年法律第１６２号。以下「法」という。)第２６条の規定に基づき、教育委員会の権

限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価(以下「点検・評価」とい

う。)を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに公表す

ることを通して、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たし、

教育委員会の責任体制の明確化を図ることを目的とする。 

 

２ 対象期間 

平成２８年度(平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで) 

 

３ 実施内容等 

（１）取組体制 

教育局各課・機関において事務作業を進め、その内容は、教育委員会協議会等を通じて

作成し、教育委員会定例会にて決定する。 

（２）構成 

相模原市教育委員会点検・評価結果報告書(以下「結果報告書」という。)は、主に次に

掲げる事項で構成する。 

①平成２８年度「さがみはら教育」の主な動向 

    平成２８年度の「さがみはら教育」の主な動向について報告する。 

②教育委員・教育委員会の活動状況 

    教育行政の中心的な役割を担う教育委員の活動や会議について、平成２８年度の状

況を報告する。 

③点検・評価結果、成果指標、対象事業 

    相模原教育振興計画の基本目標ごとに、点検・評価の結果を報告する。 

    併せて成果指標の数値の推移、個別事業ごとの点検・評価結果を、相模原市教育振

興計画の施策体系に基づき報告する。 

    ④学識経験を有する方々からのご意見 

    法２６条２項の規定に基づき、結果報告書の作成にあたり、教育に関する学識 

   経験を有する者から意見を聴取することで、知見の活用を図る。 
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４ 点検・評価結果 

（１）決定 

   平成２９年８月開催の教育委員会定例会において決定。 

（２）報告 

   決定された結果報告書は、平成２９年９月市議会定例会議に提出する。 

（３）公表 

   決定された結果報告書は、相模原市ホームページにて公表するとともに、市行政資料

コーナー等において市民の閲覧に供する。 

 

５ 適用 

  この要領は、平成２９年度における相模原市教育委員会の点検・評価に適用する。 

 

６ その他 

（１）教育委員会の点検・評価に係る庶務は、教育局教育総務室で処理する。 

（２）この要領に定めるもののほか、教育委員会の点検・評価の実施に関し必要な事項は、

必要に応じて教育委員会協議会等で協議の上、教育局長が別に定める。 
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参考資料２ 

 

 平成２８年度 相模原市教育委員会議案一覧 

(平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日) 

議案番号 

※暦年 
議    案     名 

議案第３７号 相模原市子どものいじめに関する調査委員会の答申について 

議案第３７号 相模原市子どものいじめに関する調査委員会の答申について（継続審議） 

議案第３８号 相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第３９号 相模原市スポーツ推進審議会委員の人事について 

議案第４０号 
相模原市立公民館条例及び相模原市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

議案第４１号 相模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方検討委員会委員の人事について 

議案第４２号 相模原市就学指導委員会委員の人事について 

議案第４３号 相模原市立博物館協議会委員の人事について 

議案第４４号 相模原市児童生徒等災害見舞金審査委員会委員の人事について 

議案第４５号 相模原市子どものいじめに関する審議会委員の人事について 

議案第４６号 相模原市社会教育委員の人事について 

議案第４７号 相模原市立公民館長の人事について 

議案第４８号 相模原市立小学校で平成２９年度に使用する教科用図書の採択について 

議案第４９号 相模原市立中学校で平成２９年度に使用する教科用図書の採択について 

議案第５０号 
相模原市立小学校及び中学校で平成２９年度に使用する特別支援教育関係教科用図書

の採択について 

議案第５１号 相模原市登録文化財の登録の解除に係る諮問について 

議案第５２号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

議案第５３号 工事請負契約について(市立麻溝小学校Ａ棟校舎改築等工事) 

議案第５４号 相模原市児童生徒等災害見舞金審査委員会委員の人事について 

議案第５５号 相模原市立図書館協議会委員の人事について 

議案第５６号 相模原市教育委員会組織条例について 

議案第５７号 相模原市文化財保護審議会委員の人事について 

議案第５８号 相模原市スポーツ推進審議会委員の人事について 

議案第５９号 
相模原市社会教育委員条例の一部を改正する条例及び相模原市教育委員会の教育長の

勤務条件に関する条例の施行期日を定める規則について 

議案第６０号 相模原市児童生徒等災害見舞金審査委員会委員の人事について 

議案第６１号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について 

議案第６２号 相模原市市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第６３号 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例について 
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議案第６４号 指定管理者の指定について(津久井又野公園他５施設) 

議案第６５号 平成２８年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正(第４号)について 

議案第６６号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第６７号 相模原市立小学校教職員の人事について 

議案第６８号 相模原市子どものいじめに関する審議会委員の人事について 

議案第 １号 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会への諮問について 

議案第 ２号 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会への諮問について 

議案第 ３号 相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会への諮問について 

議案第 ４号 平成２８年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正(第５号)について 
議案第 ５号 平成２８年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正(第６号)について 

議案第 ６号 平成２９年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算について 

議案第 ７号 相模原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 ８号 相模原市一般職の給与に関する条例及び相模原市学校職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について 

議案第 ９号 特定教職員の給料表の切替え等に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第１０号 相模原市教育委員会の非常勤特別職職員の報酬に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

議案第１１号 相模原市指定文化財の指定に係る諮問について 

議案第１２号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第１３号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第１４号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第１５号 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会が受任することについて 

議案第１６号 市立小、中学校長及び学校給食センター所長に対する事務委任規則の一部を改正する規

則について 

議案第１７号 新・相模原市支援教育推進プラン後期改定版について 

議案第１８号 相模原市教育委員会の非常勤特別職職員の報酬に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

議案第１９号 相模原市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第２０号 
相模原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

議案第２１号 相模原市教育委員会職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第２２号 相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第２３号 相模原市立公民館長の人事について 

議案第２４号 平成２９年度相模原市社会教育関係団体への補助金の交付に係る諮問について 

議案第２５号 平成２９年度相模原市スポーツ団体事業費補助金の交付に係る諮問について 

議案第２６号 相模原市岩本育英奨学金奨学生の決定について 

議案第２７号 相模原市奨学金奨学生の決定について 
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議案第２８号 相模原市立中学校教職員の人事について 

議案第２９号 相模原市立小学校及び中学校教職員の人事について 

議案第３０号 相模原市教育委員会職員の人事について 

議案第３１号 相模原市立小中学校の望ましい学校規模のあり方に関する基本方針の策定について 

議案第３２号 相模原市学校職員の給与に関する条例施行規則の制定について 

議案第３３号 相模原市一般職の常勤代替教諭等の勤務条件に関する規則の制定について 

議案第３４号 工事計画の策定について 

議案第３５号 相模原市立小中学校結核対策委員会委員の人事について 

議案第３６号 相模原市子どものいじめに関する調査委員会委員の人事について 

議案第３７号 相模原市教職員健康審査会委員の人事について 
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